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１ 高度型の適用 
１－１ 高度型の定義 

県民にとって最も有利な調達を行うため、発注者はより価値の高い契約を行うことが

求められる。また、工事の品質に関しては受注者の技術的能力に負うところが大きく、

我が国の建設業界の技術力は高い水準にある。このため、民間企業が有する高い技術力

を有効に活用することにより、コストの縮減や工事目的物の性能・機能の向上、工期短

縮等の施工の効率化等が図られることとなり、一定のコストに対して得られる品質が向

上し、公共事業の効率的な執行につながることが期待される。 

高度型は、特にこのように民間企業の優れた技術を活用することにより工事の価値の

向上を目指すものであり、工事規模の大小にかかわらず技術的な工夫の余地が大きい工

事において、競争参加者に構造上の工夫や特殊な施工方法等を含む高度な技術提案を求

め、ライフサイクルコスト、工事目的物の耐久性、強度、供用性（維持管理の容易

性）、環境の維持、景観等を評価項目として技術提案を評価し、技術提案と入札価格と

を総合的に評価して落札者を決定する方式である。 

本方式は、より優れた技術提案とするために発注者と競争参加者の技術対話を通じて

技術提案の改善を行う手続や、技術提案をもとに予定価格を作成する手続を伴うことが

特徴的である。 
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運用通知による

図１－１　入札契約方式における技術力評価のしくみ

価 格 競 争

一般的な工事

総合評価
簡易型（実績重視型）

総合評価

簡易型（施工計画型）

総合評価

標準型（施工計画型）
標準型（技術提案型）

総合評価
高度型

一 般 競 争 入 札

入 札 ・ 開 札

履行能力確認調査（数値的判断基準）

高度な技術力を審査・評

価する必要のある工事

極めて高度な技術や優れた工夫
を含む技術提案を求める工事

技術的な工夫の余地が大きい工事技術的な工夫の余地が小さい工事

個別工事に対する企業及び技術者等の評価

・技術力（企業評価，配置する技術者の評価）

・社会性（労働福祉）

・地域性（地域貢献）

・その他

簡易型（実績重視型） 評価点３２～３８点
簡易型（施工計画型） 評価点３２～３８点
標準型（施工計画型） 評価点３２～３８点
標準型（技術提案型） 評価点２３．５～２４．５点
高度型 評価点１９．５点

技術力を評価

・施工計画等

極めて高度な技術力を
審査・評価

簡易型（施工計画型） 評価点 ５点

標準型（施工計画型） 評価点１５点

高度な技術力を審査・評価

・技術提案等

標準型（技術提案型）

評価点１８点

価格以外の評価点

簡易型（実績重視型） ３２～３８点

簡易型（施工計画型） ３７～４３点

標準型（施工計画型） ４７～５３点

価格以外の評価点

標準型（技術提案型）

４１．５～４２．５点

価格以外の評価点

高度型 ５５．５点

技術提案の改善（見積もり徴収を含む）

予定価格の作成

企業，技術者等の評価の審査確認（落札候補者のみ）

・入札時提出データ（総合評価技術資料）に対して、記入内容が適正であると判断できる資料の審査確認

（企業評価，配置する技術者の評価，社会性，地域性，その他に関する記載内容を証明する資料）

・必要に応じて、配置技術者のヒアリング

履行能力確認調査

受 注 ・ 竣 工

工 事 成 績 評 定

工事の施工経
歴や工事成績
の保存・活用

工事発注
における

審査・評価
に反映

工事施工経験

工事成績

総合評価落札方式

技
術
提
案
の
審
査
・
評
価

価格評価点 簡易型８０点，標準型７０点，高度型６０点

総合評価点 １１２～１２３点

高度型 評価点３６点

簡易型（実績重視型） 評価点１１２～１１８点
簡易型（施工計画型） 評価点１１７～１２３点
標準型（施工計画型） 評価点１１７～１２３点
標準型（技術提案型） 評価点１１１．５～１１２．５点
高度型 評価点１１５．５点
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項目 評価基準 配点 倍率 評点
（配点×倍率）

評価点
評価点
持ち点

実績なし 0 0.0 0.000

実績あり 1 1.0 0.250

工事箇所を所管する土木事務所管内での実績あり 2 2.0 0.500

７５点未満または実績なし 0 0.0 0.000

７５点以上７８点未満 1 1.0 0.250

７８点以上８０点未満 2 2.0 0.500

８０点以上８２点未満 3 3.0 0.750

８２点以上 4 4.0 1.000

表彰実績なし 0 0.0 0.000

表彰実績あり（１回） 1 4.0 1.000

表彰実績あり（２回以上） 2 8.0 2.000

認定未取得 0 0.0 0.000

ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１またはみちのく環境管理規格の何れかひとつを取得 1 1.0 0.250

ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１の取得またはＩＳＯ９００１及びみちのく環境管
理規格の取得

2 2.0 0.500

工事箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が１０年未満所在または所在なし 0 0.0 0.000

工事箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が１０年以上所在 2 8.0 2.000

未策定 0 0.0 0.000

ＢＣＰ策定済み 1 2.0 0.500

若手技術者（満45歳未満）又は女性技術者の配置なし 0 0.0 0.000

若手技術者（満45歳未満）又は女性技術者を主任（監理）技術者として配置 2 4.0 1.000

30.0 7.500

実績なし 0 0.0 0.000

実績あり 1 2.0 0.500

工事箇所を所管する土木事務所管内での実績あり 2 4.0 1.000

８０点未満または実績なし 0 0.0 0.000

８０点以上８２点未満 1 2.0 0.500

８２点以上８４点未満 2 4.0 1.000

８４点以上８６点未満 4 8.0 2.000

８６点以上 6 12.0 3.000

表彰実績なし 0 0.0 0.000

表彰実績あり（１回） 2 8.0 2.000

表彰実績あり（２回以上） 3 12.0 3.000

証明なし 0 0.0 0.000

証明あり（奨励単位の1/2未満） 1 1.0 0.250

証明あり（奨励単位の1/2以上奨励単位未満） 2 2.0 0.500

証明あり（奨励単位以上） 4 4.0 1.000

証明書なし 0 0.0 0.000

ＩＣＴ活用証明書又は週休２日実施証明書のどちらかを有している 2 2.0 0.500

ＩＣＴ活用証明書及び週休２日実施証明書のどちらかも有している 4 4.0 1.000

36.0 9.000

活用なし又はICT施工・3次元化等の一部活用（工事計画書の施工プロセスで1～2つ活用する場合） 0 0.0 0.000

ＩＣＴ施工・３次元化等の一部活用（工事計画書の施工プロセスで３つ活用する場合） 0.5 0.5 0.500

ＩＣＴ施工・３次元化等の一部活用（工事計画書の施工プロセスで４つ活用する場合） 1 1.0 1.000

ＩＣＴ施工・３次元化等の全面的な活用（工事計画書の施工プロセスで全て活用する場
合）

2 2.0 2.000

活用なし 0 0.0 0.000

当該工事におけるシステム活用（平均就業履歴蓄積率５０％以上） 1 1.0 1.000

19.50

0 ～ 18.000

0 ～ 18.000

36.000

55.50

評　価　項　目

2.00ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案 ○ 1.0生産性向上

地理的条件 ○ 4.0

評　点　満　点　の　合　計

配置する
技術者
の評価

同種工事の実績（過去１５年度） ○

継続教育（ＣＰＤ）の取組状況 ○ 1.0

企業評価

ＢＣＰの策定状況 ○

若手技術者（満45歳未満）又は女性技術者の
配置

○

2.0

2.0

別紙１　高度型総合評価方式における評価項目と評価点
評価の視点

技
術
力

同種工事の実績（過去１５年度） ○ 1.0

○ 1.0

ＩＣＴ活用証明書・週休２日実施証明書の
有無

2.0

宮城県建設工事事故防止優良者表彰等、ま
たは同表彰等工事の（監理）主任技術者と
しての実績（過去５年度）

○ 4.0

○ 1.0

7.50

工事成績評定(過去５年間の平均） ○

2.0

1.0

優良建設工事施工業者表彰等
（過去５年度）

○ 4.0

ＩＳＯ９００１・１４００１・みちのくＥ
ＭＳ認証取得状況

9.00

工事成績評定
（過去５年度の最高評点）

○

評　点　満　点　の　合　計

36.00

設定した評価項目の満点に対する獲得点の割合に評価点持ち点を掛けた値とする。
（小数点第３位を四捨五入し第２位止め）
なお、工事に関連して生ずる維持管理費、補償費等を評価対象とする場合は、評価点持
ち点を補正（加点ｏｒ減点）することが出来る。

処遇改善 建設キャリアアップシステムの活用提案 ○ 1.0 1.00

働
き
方
改
革

中　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

○

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

技術提案に係る具体的な施工計画

評　点　満　点　の　合　計

技
術
提
案
等

技術提案

定性的及び定量的な評価項目
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１－２ 高度型の適用の考え方 

高度型を適用する工事は、大きく３つに分類できる。表１－１に適用の考え方、図１

－２に適用を判断するためのフローを示す。 

Ⅰ型及びⅡ型については、発注者が標準案を作成することができない場合や、複数の

候補があり標準案を作成せずに幅広い提案を求めることが適切な場合であり、いずれも

標準案を作成しないものである。したがって、設計・施工一括発注方式を適用し、施工

方法に加えて工事目的物自体について提案を求めることにより工事目的物の品質や社会

的便益が向上することを期待するものであり、技術提案をもとに予定価格を作成するこ

とが基本となる。 

一方、発注者が詳細（実施）設計を実施し、標準技術による標準案を作成する場合に

は、工事目的物自体についての提案は求めずに施工方法について提案を求めることが基

本となる。この場合、発注者が標準案に基づき工事価格を算定することができるため、

標準案の工事価格を予定価格とし、施工上の工夫等の一般的な技術提案のみを求めるこ

とも可能である。その場合には高度型ではなく標準型を適用することが基本となる。Ⅲ

型は、高度な施工技術や特殊な施工方法等の技術提案を求めることにより、工事価格の

差異に比して社会的便益が相当程度向上することを期待する場合に適用するものであ

り、その場合には技術提案をもとに予定価格を作成することが基本となる。 

従来、社会的便益の増加額等から算定した総合評価管理費を考慮し、予定価格の作成

を行う場合（総合評価管理費計上型）が国から例示されていたが、今後このような場合

には、高度型のⅢ型を適用し、技術提案をもとに予定価格を作成することを基本とす

る。 

なお、工事規模の大小により高度型の適用や類型を判断することのないよう留意す

る。 

表１－１ 高度型の適用の考え方 

分類  標準案  
の有無  

求める技術提案  
の範囲  

発注形態  
の目安  

Ⅰ型 

通常の構造・工法では工期等の制約

条件を満足した工事が実施できない

場合  
無  ・  工事目的物  

・  施工方法  
設計・施工  

一括  

Ⅱ型 

想定される有力な構造形式や工法が

複数存在するため、発注者としてあ

らかじめ一つの構造・工法に絞り込

まず、幅広く技術提案を求め、最適

案を選定することが適切な場合  

無  
（複数の  
候補有）  

・  工事目的物  
・  施工方法  

設計・施工  
一括  

Ⅲ型 

標準技術による標準案に対し、高度

な施工技術や特殊な施工方法の活用

により、社会的便益が相当程度向上

することを期待する場合  

有  

・  施工方法  
（施工方法の変更により

工事目的物の変更を伴う

場合には、工事目的物の

変更を認める）  

設計・施工  
分離  
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図１－２ 高度型の適用フロー 

 
  

工 事 目 的 物 の性 能 ・ 概 略 仕 様 の決 定  予備（基本）設計実施前 

施工上の技術的工夫の 

余地が大きい

NO

NO

NO

技術提案をもとに予定価格を作成  標準案の工事価格を予定価格  

標準型  

簡易型 

高度型（Ⅰ型）  

高度型（Ⅲ型）  

 

 

通常の構造・工法では
工期等の制約条件を満足した

工事が実施できない

想定される有力な 
構造形式や工法が複数存在

するため、発注者としてあらかじめ一
つの構造・工法に絞り込まず、幅広く

技術提案を求め、最適案を選 

標準技術による標準案に対 
し、高度な施工技術や特殊な施工方
法の活用により、社会的便益が相当

程度向上することを期待する

高度型（Ⅱ型）  

【具体例】 
●万博、ワールドカップ等のイベント
に向け、標準的な工法では工期に間
に合わない工事

●大深度地下におけるトンネル工事
等の技術的難易度が極めて高い工
事  

【具体例】

●施工方法により施工の合理化や
品質の向上が期待できるダム本体
工事  
●施工方法により内空断面が変更  
しうる共同溝工事  
●交通量の多い道路における交差
点立体化工事  

【具体例】

●想定される構造形式が複数存在

する橋梁工事

●ポンプ、ゲート等の機械設備で
メーカーによって型式が異なるもの

YES 

予 備 （ 基 本 ） 設 計 の実 施  

詳 細 （ 実 施 ） 設 計 の実 施  

定することが適切

標 準 案 の決 定  

YES 

YES 

YES

設 計 ・ 施 工 一 括 発 注  

設 計 ・ 施 工 分 離 発 注  
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２ 実施手順 
高度型の実施手順を図２－１に示す。  
競争参加者が技術提案を作成するための期間及び技術提案を改善するための期間につ

いては、工事内容や技術提案の範囲等を踏まえ十分に確保する。また、発注者が技術提

案を審査する期間については短縮に努める。  
なお、入札公告から技術提案の提出までの期間が１ヶ月程度を超える場合は、入札公

告から１ヶ月程度の時点で申請書及び技術提案を除く資料の提出を求め、技術提案を除

く競争参加資格の審査を行い、資格がないと認めた場合には直ちにその旨を競争参加者

に通知することとする。  
高度型において特に留意すべき手続（以下のフローにおいて太枠囲み）について、次

章以降で解説する。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

図２－１ 高度型の入札・契約手続フロー 

  

※

（ 技 術 提 案 を除 く）

※

競争参加資格の確認  

技術提案の改善（技術対話）

学識経験者・第三者機関等の 

入 札  

改善過程の公表

落札者の決定

契  約

（ 改 善 された技 術 提 案 ・ 入 札 価 格 ）

品 確 法 第 １ ９ 条  

品 確 法 第 １ ７ 条

品 確 法 第 １ ７ 条

技術提案の審査  

改善された技術提案の提出 技 術 的 判 断 の必 要 性 に応 じて実 施  
改善された技術提案の審査

必要に応じて見積の提出  

入札公告・入札説明書交付  

技術提案の提出
※ 

（ 設 計 数 量 を含 む）

基 本 方 針 ・ 地 方 自 治 法  

資料作成説明会  

（ 技 術 提 案 を除 く）

競 争 参 加 資 格 の 確 認 結 果 の

（ 資 格 がないと認 めた場 合 ）  

１ ヶ月 程 度

２ 週 間 程 度

１ ヶ月 程 度  

１ ヶ月 程 度

技 術 的 判 断 の必 要 性 に応 じて実 施  

学識経験者の意見聴取  評価方法の設定

程 度  １ ～ ３ ヶ月  
申請書及び資料の提出

競争参加資格の審査  

学識経験者・第三者機関等の

活用

予定価格の作成 学識経験者の意見聴取  

総合評価  
学識経験者の意見聴取  

基 本 方 針 ・ 地 方 自 治 法  

活用 

※Ⅰ型及びⅡ型の場合は２～３ヶ月程度、Ⅲ型の場合は１～２ヶ月程度を基本とする。  
なお、Ⅲ型において技術提案の提出までの期間を１ヶ月程度とする場合には、申請書及び資

料と同時に技術提案の提出を求めてもよい。 

競争参加者  発注者 外 部  
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３ 評価方法の設定 
競争参加者が有効な技術提案を行うことができるよう、発注者の要求事項を明確にし

た上で、評価項目や評価基準等を適切に設定するものとする。  

３－１ 発注者が明示すべき事項 

３－１－１ 発注者の要求事項 

発注者の要求事項として、工事目的物の性能・機能等の要求要件、技術提案を求める

範囲、施工条件等を入札説明書に明示する。 

特にⅠ型及びⅡ型については発注者が標準案を提示しないため、発注者の要求事項を

詳細に明示することが重要である。具体例を以下に示す。 

 

表３－１ 発注者の要求事項の例 

要求事項 Ⅰ型 Ⅱ型 

工事内容 

【交差点立体化工事】 
・  道路アンダーパス 
・  切り回し道路 
・  本線拡幅 
・  連結側道 
・  道路付属施設 

【橋梁工事】 
・  下部工 
・  上部工 
・  仮設工 

要
求 
要
件 

最低限の 
要求要件 

〔目的物に関する事項〕  
・  位置、用地幅 
・  道路規格、設計速度 
・  幅員 
・  道路構造令等基準類の準拠 
 
〔施工に関する事項〕 
・  契約日からアンダーパス供

用までの施工日数が最大○
○日以内 

・  施工計画が適正であること 

〔目的物に関する事項〕 
・  架設地点 
・  道路規格、設計速度 
・  幅員 
・  道路橋示方書等基準類の準拠 
・  ○○年間の維持管理費が最大

○○円以内 
 
〔施工に関する事項〕 
・  施工計画が適正であること 

目標状態 
（最高得点を
与える状態） 

・  契約日からアンダーパス供
用までの施工日数の目標値
が△△日 

・  ○○年間の維持管理費の目標
値が▽▽円 

 

技術提案を 
求める範囲 

・  目的物の構造形式 
・  構造の成立性の検証方法 
・  温度応力や配合等、コンクリ

ートのひびわれ抑制対策 
・  施工中の騒音、振動、粉塵の

抑制対策 
・  現道の交通について、安全性

を確保するための対策 
・  上記項目の施工計画 

・  目的物の構造形式 
・  デザイン 
・  構造の成立性の検証方法 
・  維持管理を容易とするための

提案 
・  施工中の溶接部等の品質検査

方法 
・  上記項目の施工計画 

施工条件 
・  交通規制時間 
・  規制時幅員、確保車線 
・  施工時間帯 

・  搬入道路 
・  施工時間帯 
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３－１－２ 設計数量等の提出要請 

（１）設計数量の提出 

発注者は技術提案を提出する競争参加者に対し、当該技術提案を実施するために必要

となる設計数量として、積算体系に沿った工種、種別、細別及び規格に対応する設計数

量を記入した数量総括表及び内訳書の提出を求める。数量総括表及び内訳書のイメージ

を次頁に示す。 

なお、設計数量の提出を求める範囲は、積算体系上、Ⅰ型及びⅡ型は直接工事費及び

共通仮設費の積上げ計算に必要な数量を基本とし、Ⅲ型はそれらのうち技術提案を求め

る部分のみとする。具体例を以下に示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 

図３－１ 設計数量の提出を求める範囲 

表３－２ 設計数量の提出を求める範囲の例（橋梁工事の場合） 

工種等  種別等  

Ⅰ・Ⅱ型  
【設計・施工一括発注

方式  による橋梁工

事（下部工・上部工）

の例】  

Ⅲ型  
【橋梁上部工工事にお

いて現道作業期間の短

縮を図る提案を求める

例】  

下部工  

土 工  ○  －  

橋台工  ○  －  

橋脚工  ○  －  

基礎工  ○  －  

上部工  

橋体工（製作・運搬含

む）  ○  △  

架設工  ○  △  

支承工  ○  △  

床版工  ○  △  

伸縮装置  ○  △  

仮設工（仮設道路等）  ○  △  

共通仮設費  
積上げ計算分  ○  △  

率計算分  －  －  
○：設計数量の提出を求める。  
△：競争参加者の判断により、標準案から変更する場合に必要となる設計数量を提出する。  
－：設計数量の提出を求めない。  

  

工事原価 直接工事費

間接工事費
共 通 
仮設費  

現場管理費  
一般管理費等

工事価格  
積上げ計算分

設計数量の提出を求める範囲 
積算基準類を使用  

率計算分
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（２）見積の提出 

発注者が予定価格を算定する際に単価表等の見積が必要な場合には、技術対話におい

て見積の提出を要請する。競争参加者は、改善された技術提案の審査を経て競争参加資

格があると確認された後、要請された見積を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ Ⅰ型及びⅡ型における数量総括表と内訳書のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３ Ⅲ型における数量総括表と内訳書のイメージ 

第○号

名称 規格 単位 数量 摘要

主桁架設 日 ○．○○

架設機械据付・解体 式 1

軌道敷設・撤去 ｍ ○．○○

機械器具費 式 1

アンカー工 個 ○．○○

計

主桁架設一式　数量内訳書

第○号

名称 規格 単位 数量 摘要

主桁架設 日 ○．○○

架設機械据付・解体 式 1

軌道敷設・撤去 ｍ ○．○○

機械器具費 式 1

アンカー工 個 ○．○○

計

主桁架設一式　数量内訳書

工 事 区 分 工 種  種 別 細 別  規 格  単 位  数 量  摘 要
コンクリート 
橋 上 部  式

1 
コンクリート
主 桁 製 作 工  式 1 

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ T
桁 製 作 式 1 

主 桁 製 作 本 7 
主 桁 製 作 設  
備 式 1 第 ○号 内 訳 書  

コンクリート
橋 架 設 工 式 1 

主 桁 架 設 架 設 桁 架 設  式 1 第 ○号 内 訳 書  

共 通 仮 設  式 1 
共 通 仮 設 費  （ 積 上 げ分 ） 式 1 

安 全 費 式 1 第 ○号 内 訳 書  
共 通 仮 設 費  （ 率 分 ）

数 量 総 括 表  

工 事 区 分 工 種  種 別  細 別  規 格  単 位  数 量  摘 要  
コンクリート 
橋 上 部  

コンクリート 
主 桁 製 作 工  

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ T 
桁 製 作  

主 桁 製 作  
主 桁 製 作 設  
備  

コンクリート 
橋 架 設 工  式 1 

主 桁 架 設  架 設 桁 架 設  式 1 第 ○号 内 訳 書  

共 通 仮 設  式 1 
共 通 仮 設 費  （ 積 上 げ分 ）  式 1 

安 全 費  式 1 第 ○号 内 訳 書  
共 通 仮 設 費  （ 率 分 ）  

数 量 総 括 表
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３－１－３ 留意事項 

（１）各種資料の提示 

技術提案の作成に参考となる各種資料（地質調査結果、標準案を示す場合は設計業務

報告書、図面等）を入札説明書に明示し、要請があれば競争参加者に提示する。 

また、当該工事に適用が考えられる発注者独自のアイデアやＮＥＴＩＳ等に公開され

ている技術がある場合には、あらかじめ入札説明書等に参考情報として提示する。 

（２）技術提案書の分量 

発注者は、技術提案を求める範囲を踏まえ、技術提案書の分量の目安を示すことによ

り、競争参加者に過度の負担をかけないよう努める。また、競争参加者は提案内容を簡

潔にとりまとめるよう努める。 

１）入札説明書に明示する。 

（３）検討期間の確保 

優れた技術提案の検討が可能となるように技術提案の作成に要する期間を十分に確保

する。 

１）Ⅰ・Ⅱ型 ２～３ヶ月程度 

２）Ⅲ型   １～２ヶ月程度 

（４）リスク分担の明示（設計・施工一括発注方式の場合） 

契約時点での不確定要因（施工条件、地質条件等）を抽出し、契約時と状況が異なっ

た場合に、発注者及び受注者のどちらの負担とするかを契約図書及び入札説明書に明示

する。  

（５）設計の照査（設計・施工一括発注方式の場合） 

設計・施工一括発注方式においては、詳細（実施）設計終了後の照査が品質の確保上

重要であり、必要に応じて概略設計や予備（基本）設計を実施したコンサルタント等の

活用を図ることも可能である。 
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３－２ 評価項目 

別紙１に示す項目を基本として、工事内容に応じた評価項目の設定を行う。  
【評価の視点】  

① 企業評価、配置する技術者の評価及び働き方改革 （配点１９.５点） 

② 技術提案（定性的及び定量的な評価項目）    （配点１８点） 

③ 技術提案に係る具体的な施工計画        （配点１８点） 

※必要に応じ、技術提案資料についてのヒアリングを行う。  
①において、企業評価、配置する技術者の評価及び働き方改革に係る評価を行うもの

とする。 

②については、定量的な評価項目のみでは技術提案の多面的評価が困難となる恐れが

あるため、定性的な評価項目を併せて設定することを基本とする。表３－３に技術

提案に関する評価項目の例を示す。  
③により、技術提案の根拠、安全性、確実性、品質向上への取り組み等を評価するも

のとする。 

なお、②と③の得点配分は、同程度とする。 

表３－３ 技術提案に関する評価項目の例 

分類 
評価項目 適用 

定性評価 定量評価 Ⅰ・Ⅱ型 Ⅲ型 

総合的なコス

トの縮減 
使用材料等の耐久性 

ライフサイクルコス

ト(維持管理費)、補

償費※ 

○ ○ 

工事目的物の

性能・機能の

向上 

構造の成立性  ○  

品質管理方法  ○ ○ 

景観  ○  

 
機械設備等の処理能

力 
○  

社会的要請へ

の対応 

 施工期間（日数） ○ ○ 

貴重種等の保護・保

全対策 
 ○ ○ 

汚染土壌の処理対策  ○ ○ 

地滑り・法面崩落危

険指定地域内の対策 
 ○ ○ 

周辺住民の生活環境

維持対策 

施工中の騒音値、振

動、粉塵濃度、CO2 排

出量 

○ ○ 

現道の交通対策 交通規制期間 ○ ○ 

濁水処理対策 
濁水発生期間、pH 値、

SS 値 
○ ○ 

※工事に関連して生ずる補償費等の支出額及び収入の縮減相当額を評価する場合、当該費に

ついて評価項目としての得点を与えず、評価点の算出で入札価格に当該費用を加算するこ

とができる。  
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３－３ 価格以外の評価項目における評価基準 
※以下の価格以外の評価項目の条件において「入札公告日まで」とは入札公告日の当日を含むこととする。 

１．技術力 

１）企業評価 

①企業の同種工事の実績（過去15年度） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 実績なし 

1 標準 実績あり 

2 優良 工事箇所を所管する土木事務所管内での実績あり 

  同種工事とは、発注者が指示する工種を含む工事とし、元請として施工した実績を対象とする。 
  国、都道府県又は政令指定都市、宮城県道路公社、宮城県住宅供給公社、宮城県土地開発公社、日本下水道事

業団、市町村及び特殊法人等の発注した工事を対象とする。 
  特殊法人等とは「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第一条に規定する特殊法人等

の範囲とする。 
  当該工事の開札日の属する年度の直前15ヶ年度、及び当該工事入札公告日までに完成し、引き渡しが完了した

工事を対象とする。 
  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の同種工事の実績を対象とする。た

だし、 復旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの同種工事
の実績を対象とすることができる。なお、「企業評価」は同一企業とする。 

  共同企業体としての実績を認める場合は、構成員としての出資比率20%以上のものに限る。ただし、特定建設工
事共同企業体（乙型JV）の構成員としての同種工事を分担工事として実施した場合は、出資比率に関係なく認
める。 

  土木事務所管内とは、大河原、仙台、北部、栗原、東部、登米、気仙沼の土木事務所、地域事務所の管内とす
る。なお、複数の管内に工事範囲がおよぶ場合は、いずれかの管内での実績を認める。 

②企業の工事成績評定（過去暦年5年間の平均） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 75 点未満または実績なし 

1 標準 75 点以上 78 点未満 

2 良 78 点以上 80 点未満 

3 良 80 点以上 82 点未満 

4 優良 82 点以上 

  宮城県建設工事競争入札参加資格登録承認者名簿記載点数を評価の対象とする。（同名簿記載点数が過去暦年5
年間の平均となっている。） 

  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の工事成績評定を対象とする。ただ
し、復旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの工事成績評
定を対象とすることができる。なお、「企業評価」は同一企業とする。 

③企業の優良建設工事施工業者表彰等（過去5年度） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 表彰実績なし 

1 標準 表彰実績あり（1回） 

2 優良 表彰実績あり（2回以上） 

  対象となる表彰制度 
宮城県優良建設工事施工業者表彰 
東北地方整備局優良工事表彰（局長・所長） 
東北農政局農業農村整備事業等優良工事等の請負業者等の表彰 
宮城県道路公社優良建設工事施工業者表彰 

  ただし、上記の一つの表彰制度において同年度に重複受賞した場合は、複数回の実績としてではなく、1回の実
績と見なす。 

  当該工事の開札日の属する年度及びその直前5ヶ年度の上記の表彰制度での受賞実績を対象とする。（表彰の年
度であり、表彰の対象となった工事の完成年度ではない。） 

  上記表彰制度のうち、当該年度の宮城県優良建設工事施工業者表彰実績については、表彰決定通知によるもの
とし、7月1日以降の入札公告において実績とする。 

  発注者が指示する工種（土木・建築・設備）と同じ工種の受賞実績を対象とする。 
  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の表彰を対象とする。ただし、復

旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの表彰を対象とする
ことができる。なお、「企業評価」は同一企業とする。 

  共同企業体としての実績を認める場合は、構成員としての出資比率20%以上のものに限る。 
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④ISO9001・14001・みちのく環境管理規格（みちのく EMS）の認証取得状況 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 認証未取得 

1 標準 ISO9001、ISO14001、みちのく環境管理規格のいずれかひとつを認証 

取得済み 

2 優良 ISO9001の認証取得かつISO14001またはみちのく環境管理規格の認証 

取得済み 

  当該工事入札公告日に有効な宮城県建設工事入札参加登録資格審査の承認結果を対象とする。ただし、入札参
加登録時以降に認証取得した場合に限り、入札公告日における認証取得状況で評価することができる。 

  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の認証取得状況を対象とする。ただ
し、復旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの認証取得状
況を対象とすることができる。なお、「企業評価」は同一企業とする。 

⑤地理的条件 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 工事箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が10年未満所在 

または所在なし 

2 優良 工事箇所を所管する土木事務所管内に本社・本店が10年以上所在 

  当該工事入札公告日において、当該工事箇所を所管する土木事務所管内に、建設工事入札参加登録に届け出の
ある本社・本店が10年以上所在している企業を対象とする。 

  土木事務所管内とは、大河原、仙台、北部、栗原、東部、登米、気仙沼の土木事務所、地域事務所の管内とす
る。なお、複数の管内に工事範囲がおよぶ場合は、いずれかの管内に本社・本店が所在していれば認める。 

  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の本社・本店の所在を対象とする。
ただし、 復旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの本社・
本店の所在を対象とすることができる。なお、「企業評価」は同一企業とする。 

⑥BCP 策定状況 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 未策定 

1 良 BCP策定済み 

  BCPの章立てによらず、以下の内容が網羅されたBCPを策定済みの場合に評価する。 
被害想定、訓練計画、災害別の対応態勢基準、対応態勢、緊急事態発生時の活動、保有資材及び調達先リスト、 
各種連絡先リスト、備蓄品リスト 

  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者のBCP策定状況を対象とする。 
  確認資料（落札候補者のみ提出）は、BCP一式を基本とするが、表紙や目次、必要事項が確認できるBCPの抜粋

版も可能とするほか、地域建設産業災害対応力強化支援事業補助金の活用実績がある場合、同交付要綱第13条
に基づく確定通知書（別記様式第７号）の写しとする。 

⑦若手技術者（満 45 歳未満）又は女性技術者の配置 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 若手技術者（満45歳未満）又は女性技術者の配置なし 

2 優良 若手技術者（満45歳未満）又は女性技術者を主任（監理）技術者として

配置 

  若手技術者（入札公告日時点で満45歳未満）又は女性技術者を監理技術者又は主任技術者として配置する場合
に評価する。 

  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の技術者を対象とする。ただし、復
旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの企業が配置する技
術者を対象とすることができる。なお、「配置する技術者の評価」は同一企業の技術者とする。 

  工場製作等を含む工事で、施工箇所とは別の工場等に他の技術者を配置する場合は、工事費の過半以上を占め
る工種を担当する技術者を対象とする。 

  複数の技術者をエントリーする場合は、技術力の低い方の技術者を対象とする。 
  復興JVとして複数の技術者をエントリーする場合は、構成員毎に技術力の低い方を特定し、かつ代表構成員と

構成員を比較し技術力の高い方を対象とする。 
  共同企業体として複数の技術者をエントリーする場合は、代表構成員の技術者のうち技術力の低い方を対象と

する。 
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２）配置する技術者の評価（監理技術者又は主任技術者） 

①配置する技術者の同種工事の実績（過去15年度） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 実績なし 

1 標準 実績あり 

2 優良 工事箇所を所管する土木事務所管内での実績あり 

  同種工事とは、発注者が指示する工種を含む工事とし、元請として施工した実績を対象とする。 
  国、都道府県又は政令指定都市、宮城県道路公社、宮城県住宅供給公社、宮城県土地開発公社、日本下水道事

業団、市町村及び特殊法人等の発注した工事を対象とする。 
  特殊法人等とは「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第一条に規定する特殊法人等

の範囲とする。 
  当該工事の開札日の属する年度の直前15ヶ年度、及び当該工事入札公告日までに完成し、引き渡しが完了した

工事を対象とする 
  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の技術者を対象とする。ただし、復

旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの企業が配置する技
術者を対象とすることができる。なお、「配置する技術者の評価」は同一企業の技術者とする。 

  共同企業体としての実績を認める場合は、構成員としての出資比率20%以上のものに限る。ただし、特定建設工
事共同企業体（乙型JV）の構成員としての同種工事を分担工事として実施した場合は、出資比率に関係なく認
める。 

  工場製作等を含む工事で、施工箇所とは別の工場等に他の技術者を配置する場合は、工事費の過半以上を占め
る工種を担当する技術者を対象とする。ただし、管内での実績に工場製作のみを担当した技術者等は対象とし
ない。 

  複数の技術者をエントリーする場合は、技術力の低い方の技術者を対象とする。 
  復興JVとして複数の技術者をエントリーする場合は、構成員毎に技術力の低い方を特定し、かつ代表構成員と

構成員を比較し技術力の高い方を対象とする。 
  共同企業体として複数の技術者をエントリーする場合は、代表構成員の技術者のうち技術力の低い方を対象と

する。 
  監理技術者（特例監理技術者を含む）、主任技術者、現場代理人又は専任補助者として、実績の対象とする工

事の全体従事期間の50%を超える期間従事した技術者を対象とする。工場製作と据付工事が一括されている工事
等も同様に扱う。 

  全体従事期間とは、工事に着手した日から工事が完成した日までの期間とする。なお、工事の全部を一時中止
した期間は除く。 

  土木事務所管内とは、大河原、仙台、北部、栗原、東部、登米、気仙沼の土木事務所、地域事務所の管内とす
る。なお、複数の管内に工事範囲がおよぶ場合は、いずれかの管内での実績があれば実績として認める。 

  若手技術者（入札公告日時点で満45歳未満）又は女性技術者を監理技術者又は主任技術者として配置し、か
つ、若手技術者又は女性技術者の育成のために専任で補助する技術者（以下、専任補助者という）を配置する
場合は、上記に関らず専任補助者の実績で評価する。なお、建設工事執行規則取扱要綱第4第3項により技術者
の追加専任が必要な入札者は対象外とする。 

②配置する技術者の工事成績評定（過去5年度の最高評点） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 80 点未満または実績なし 

1 標準 80 点以上 82 点未満 

2 良 82 点以上 84 点未満 

4 良 84 点以上 86 点未満 

6 優良 86 点以上 

  宮城県、東北地方整備局、東北農政局、宮城県道路公社が発注した工事の工事成績評定を対象とする。 
  当該工事の開札日の属する年度の直前5ヶ年度及び当該工事入札公告日までに工事成績考査結果通知書を受けた

工事成績評定の最高評定点を対象とする。 
  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の技術者を対象とする。ただし、復

旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの企業が配置する技
術者を対象とすることができる。なお、「配置する技術者の評価」は同一企業の技術者とする。 

  共同企業体としての実績を認める場合は、構成員としての出資比率20%以上のものに限る。 
  工場製作等を含む工事で、施工箇所とは別の工場等に他の技術者を配置する場合は、工事費の過半以上を占め

る工種を担当する技術者を対象とする。 
  複数の技術者をエントリーする場合は、技術力の低い方の技術者を対象とする。 
  復興JVとして複数の技術者をエントリーする場合は、構成員毎に技術力の低い方を特定し、かつ代表構成員と

構成員を比較し技術力の高い方を対象とする。 
  共同企業体として複数の技術者をエントリーする場合は、代表構成員の技術者のうち技術力の低い方を対象と

する。 
  監理技術者（特例監理技術者を含む）、主任技術者、現場代理人又は専任補助者として、実績の対象とする工

事の全体従事期間の90%以上の期間従事した技術者を対象とする。工場製作と据付工事が一括されている工事等
も同様に扱う。 

  全体従事期間とは、工事に着手した日から工事が完成した日までの期間とする。なお、工事の全部を一時中止
した期間は除く。 
  若手技術者（入札公告日時点で満45歳未満）又は女性技術者を監理技術者又は主任技術者として配置し、か

つ、専任補助者を配置する場合は、上記に関らず専任補助者の実績で評価する。なお、建設工事執行規則取扱
要綱第4第3項により技術者の追加専任が必要な入札者は対象外とする。  
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③宮城県建設工事事故防止優良者表彰等、または同表彰工事の（監理）主任技術者と

しての実績（過去5年度） 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 表彰実績なし 

2 標準 表彰実績あり（1回） 

3 優良 表彰実績あり（2回以上） 

  対象となる表彰制度 
宮城県建設工事事故防止優良者表彰 
東北地方工事安全施工推進大会（SAFETY）優良企業（現場代理人）表彰 
宮城県道路公社建設工事事故防止優良者表彰 

  ただし、上記の表彰制度で同一工事で重複受賞した場合は、複数回の実績としてではなく1回の実績と見なす。 
  当該工事の開札日の属する年度及びその直前5ヶ年度の上記の表彰制度での受賞実績を対象とする。（表彰の年

度であり、表彰の対象となった工事の完成年度ではない。） 
  上記表彰制度のうち当該年度の宮城県建設工事事故防止優良者表彰実績については、表彰決定通知によるもの

とし、7月1日以降の入札公告において実績とする。（表彰決定通知にその旨記載している） 
  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の技術者を対象とする。ただし、復

旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの企業が配置する技
術者を対象とすることができる。なお、「配置する技術者の評価」は同一企業の技術者とする。 

  共同企業体としての実績を認める場合は、構成員としての出資比率20%以上のものに限る。 
  工場製作等を含む工事で、施工箇所とは別の工場等に他の技術者を配置する場合は、工事費の過半以上を占め

る工種を担当する技術者を対象とする。 
  複数の技術者をエントリーする場合は、技術力の低い方の技術者を対象とする。 
  復興JVとして複数の技術者をエントリーする場合は、構成員毎に技術力の低い方を特定し、かつ代表構成員と

構成員を比較し技術力の高い方を対象とする。 
  共同企業体として複数の技術者をエントリーする場合は、代表構成員の技術者のうち技術力の低い方を対象と

する。 
  監理技術者（特例監理技術者を含む）、主任技術者、現場代理人又は専任補助者として、実績の対象とする工

事の全体従事期間の90%以上の期間従事した技術者を対象とする。工場製作と据付工事が一括されている工事等
も同様に扱う。 

  全体従事期間とは、工事に着手した日から工事が完成した日までの期間とする。なお、工事の全部を一時中止
した期間は除く。 

  若手技術者（入札公告日時点で満45歳未満）又は女性技術者を監理技術者又は主任技術者として配置し、か
つ、専任補助者を配置する場合は、上記に関らず専任補助者の実績で評価する。なお、建設工事執行規則取扱
要綱第4第3項により技術者の追加専任が必要な入札者は対象外とする。 
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④配置する技術者の継続教育（CPD）の取組状況 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 継続教育の証明なし 

1 標準 継続教育の証明あり（各団体推奨単位の1/2未満取得） 

2 良 継続教育の証明あり（各団体推奨単位の1/2以上推奨単位未満取得） 

4 優良 継続教育の証明あり（各団体推奨単位以上取得） 

  各団体が実施している継続教育において、奨励単位に対する単位の取得状況を対象とする。 
  「各団体推奨単位の1/2未満取得」には、単位取得０の状況は該当しない。 
  企業独自の制度又は推奨単位を定めていない制度は評価対象としない。 
  評価の対象とする推奨単位とは制度を定めている各団体が示す値とする。 
  なお、各団体が推奨単位の区分を複数定めている場合は、上位区分（例．優良ユニットと標準ユニットの区分

がある場合は、優良ユニットを採用）を推奨単位とする。 
  CPDの単位取得の証明期間の末日は、入札公告に記載の総合評価技術資料提出受付期間の初日から過去1年以内

とする。（別図、参照） 
  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の技術者を対象とする。ただし、復

旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの企業が配置する技
術者を対象とすることができる。なお、「配置する技術者の評価」は同一企業の技術者とする。 

  工場製作等を含む工事で、施工箇所とは別の工場等に他の技術者を配置する場合は、工事費の過半以上を占め
る工種を担当する技術者を対象とする。 

  複数の技術者をエントリーする場合は、技術力の低い方の技術者を対象とする。 
  復興JVとして複数の技術者をエントリーする場合は、構成員毎に技術力の低い方を特定し、かつ代表構成員と

構成員を比較し技術力の高い方を対象とする。 
  共同企業体として複数の技術者をエントリーする場合は、代表構成員の技術者のうち技術力の低い方を対象と

する。 
  若手技術者（入札公告日時点で満45歳未満）又は女性技術者を監理技術者又は主任技術者として配置し、か

つ、専任補助者を配置する場合は、上記に関らず専任補助者の実績で評価する。なお、建設工事執行規則取扱
要綱第4第3項により技術者の追加専任が必要な入札者は対象外とする。 

 

  

注）矢印は単位取得期間を示している

技術資料
提出期限

技術資料
受付期間
の初日

（公告日）

別　図

CPD証明書　単位取得の証明期間の関係

単
位
取
得
の
証
明
期
間

公告日の
１年前

対象

対象

対象外

対象外
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⑤ICT活用証明書・週休2日実施証明書の有無 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 証明書なし 

2 良 ICT活用証明書又は週休2日実施証明書のどちらかを有している 

4 優良 ICT活用証明書及び週休2日実施証明書のどちらも有している 

  入札公告日から過去2年以内に発行されたICT活用証明書及び週休2日実施証明書を対象とする。（別図、参照） 
  宮城県、国土交通省、東北各県、仙台市、宮城県道路公社が発行したICT活用証明書及び週休2日実施証明書を

対象とする。 
  ICT活用証明書は、証明書に記載の施工プロセスのチェック項目数に関係なく評価するものとする。 
  ICT活用証明書及び週休2日実施証明書の各証明書は、同種類の証明書を複数枚所有していても一枚の証明書を

評価対象とする。 
  当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の技術者を対象とする。ただし、復

旧・復興建設工事共同企業体（復興JV）として入札参加する場合は、構成員各社いずれかの企業が配置する技
術者を対象とすることができる。なお、「配置する技術者の評価」は同一企業の技術者とする。 

  工場製作等を含む工事で、施工箇所とは別の工場等に他の技術者を配置する場合は、工事費の過半以上を占め
る工種を担当する技術者を対象とする。 

  複数の技術者をエントリーする場合は、技術力の低い方の技術者を対象とする。 
  復興JVとして複数の技術者をエントリーする場合は、構成員毎に技術力の低い方を特定し、かつ代表構成員と

構成員を比較し技術力の高い方を対象とする。 
  共同企業体として複数の技術者をエントリーする場合は、代表構成員の技術者のうち技術力の低い方を対象と

する。 
  若手技術者（入札公告日時点で満45歳未満）又は女性技術者を監理技術者又は主任技術者として配置し、か

つ、専任補助者を配置する場合は、上記に関らず専任補助者の実績で評価する。なお、建設工事執行規則取扱
要綱第4第3項により技術者の追加専任が必要な入札者は対象外とする。 

  週休2日実施証明書は、令和10年度から評価対象外とすることを想定している。 

 

  

証明書の評価対象期間発行日 発行日から２年

入札公告日

別　図

ICT活用証明書及び週休2日実施証明書の評価対象期間について

入札公告日の２年前
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２．働き方改革 

１）生産性向上 

「ICT施工・3次元化等の活用提案」の評価項目の適用の有無については、特記仕様

書（施工条件明示書）に明記している。 

①ICT 施工・3 次元化等の活用提案 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 活用なし又はICT施工・3次元化等の一部活用（工事計画書の施工プロセ

スで1～2つ活用する場合） 

0.5 標準 ICT施工・3次元化等の一部活用 

（工事計画書の施工プロセスで3つ活用する場合） 

1 良 ICT施工・3次元化等の一部活用 

（工事計画書の施工プロセスで4つ活用する場合） 

2 優良 ICT施工・3次元化等の全面的な活用 

（工事計画書の施工プロセスで全て活用する場合） 

  「ICT施工・3次元化等の活用提案」の評価項目の適用の有無については、特記仕様書（施工条件明示書）によ
り確認する。なお、適用対象外の工事の場合は、総合評価支援システムの入力はできない設定となっている。 

  各施工プロセス（①3次元起工測量、②3次元設計データの作成、③ICT建設機械による施工、④3次元出来形管
理等の施工管理、⑤3次元データの納品）での技術活用数に応じ評価する。 
※「施工プロセスで全て活用する場合」とは、施工プロセス5つ活用(=①～⑤を活用)する場合を指す。 

  ICT施工・3次元化等の活用提案をする場合は「ICT施工・3次元化等の活用提案  工事計画書」【別記様式－
１】を作成し、落札候補者となった時点で発注者に提出する。 

  「ICT施工・3次元化等の活用提案  工事計画書」の（D）技術番号・技術名に記載している技術は、活用提案の
有無に関わらず、施工計画・技術提案等（いわゆる作文）の評価対象外とする。（「ICT施工・3次元化等の活
用提案」の適用対象外の工事の場合も同様の取扱いとする。） 

  提案した具体的な実施内容については、受注後に発注者・受注者間で協議を行い決定する。 
  工事の発注は、「ICT施工・3次元化等の活用提案」を活用しない従来工法での積算により発注し、受発注者協

議により決定した技術は設計変更の対象とする。なお、積算手法については下記を参考とする。ただし、費用
を計上できない工事については、特記仕様書（施工条件明示書）に明記している。 

【宮城県土木部土木工事標準積算基準を適用した工事の場合】 
①3次元起工測量：見積書の提出を求め共通仮設費の技術管理費に計上 
②3次元設計データの作成：見積書の提出を求め共通仮設費の技術管理費に計上 
③ICT建設機械による施工：宮城県土木部土木工事標準積算基準書に基づき積算を実施これによらない場合

は、国土交通省ICT活用工事積算要領を準用 
④3次元出来形管理等の施工管理：共通仮設費率、現場管理費率に含まれる（※）ことから別途計上はしな

い。 
⑤3次元データの納品：共通仮設費率、現場管理費率に含まれる（※）ことから別途計上はしない。 

※④の活用のうち、3 次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を活用する場合及び⑤を活用
する場合は、共通仮設費率及び現場管理費率に補正係数を乗じることによる金額と受注者からの見積に
より算出される金額を比較し、どちらか安価な方を計上する。 
（補正係数：共通仮設費率は1.2、現場管理費率は1.1） 

【宮城県農業農村整備事業等標準積算基準を適用した工事の場合】 
①3次元起工測量：3次元起工測量と従来の起工測量のそれぞれについて見積書（諸経費込）の提出を求め、

両者の差額分を工事価格に一括計上 
②3次元設計データの作成：見積書（諸経費込）の提出を求め工事価格に一括計上 
③ICT建設機械による施工：農林水産省「情報化施工技術活用ガイドライン」に準じて計上 
④3次元出来形管理等の施工管理：共通仮設費率、現場管理費率に含まれる（※）ことから別途計上はしな

い。 
⑤3次元データの納品：共通仮設費率、現場管理費率に含まれる（※）ことから別途計上はしない。 

※④の活用のうち、3次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を活用する場合及び⑤を活用
する場合は、共通仮設費率及び現場管理費率に補正係数を乗じることによる計上と見積書（諸経費
込）の提出を求め工事価格に一括計上のどちらか安価な方を計上する。 
（補正係数：共通仮設費率は1.2、現場管理費率は1.1） 

  履行確認は工事完了時に評価することとし、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」で提案した技術を
実施しなかった場合は、履行が担保できなかったものとして評価し、工事成績考査にて減点措置とする。  
また、履行された場合でも、工事成績考査で加点は行わない。 

  実施に当たっての技術基準等については、以下のホームページを参照すること。 
・国土交通省ホームページ：要領関係等（ICT の全面的な活用） 
（ https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html） 

活用提案は、工種ごとの「ICT 活用工事 実施要領」に基づき、施工プロセスを選定すること。 
・農林水産省ホームページ：情報化施工技術の活用ガイドライン 

（ https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/index.html）  
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【宮城県土木部土木工事標準積算基準等を適用した工事の場合】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

別記様式－１

（工事名：○○○○工事）

会社名：○○○○建設（株）

（Ｃ）
採用する
技術番号

（Ｄ）
技術番号・技術名

①３次元起工測量

１　空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
２　地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３　ＴＳ等光波方式を用いた起工測量
４　ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８　音響測深機器を用いた起工測量
９　その他の３次元計測技術を用いた起工測量
（※複数以上の技術を組み合わせも可）

②３次元設計データの作成
※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成が望ましいが、
　ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データも可能とする。

土工（1、000m3以上）

土工（1、000m3未満）

砂防土工

河床等掘削

作業土工（床掘工）

付帯構造物設置工

法面工

擁壁工

地盤改良工
（安定処理）
地盤改良工
（中層混合処理）
地盤改良工
（スラリー攪拌工）
地盤改良工
（ペーパードレーン工）
地盤改良工
（サンドコンパクションパイル工）

基礎工

河川浚渫

舗装工

舗装工（修繕工）

構造物工（橋梁上部）

構造物工（橋脚・橋台）

コンクリート堰堤工

その他

出来形

１　空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
２　地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
３　ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理
４　ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
５　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
６　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
７　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
８　施工履歴データを用いた出来形管理
９　音響測深機器を用いた出来形管理
10　その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

品質 １　ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理

⑤３次元データの納品

【留意事項】

　　③これによらない場合は、国土交通省ＩＣＴ活用工事積算要領を準用する。

　　　　（補正係数：共通仮設費率は１．２、現場管理費率は１．１）

　　⑤３次元データの納品：共通仮設費率、現場管理費率に含まれる（※）ことから別途計上はしない

　　　※④の活用のうち、３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を活用する場合及び⑤を活用する場合は、共通仮設費率及び現場管理

　　　　費率に補正係数を乗じることによる金額と受注者からの見積により算出される金額を比較し、どちらか安価な方を計上する。

注6)落札候補者となった時点で発注者へ提出する。

　　①３次元起工測量：見積書の提出を求め共通仮設費の技術管理費において計上

　　②３次元設計データの作成：見積書の提出を求め共通仮設費の技術管理費において計上

　　③ＩＣＴ建設機械による施工：宮城県土木部土木工事標準積算基準書に基づき積算する。

　　④３次元出来形管理等の施工管理：共通仮設費率、現場管理費率に含まれる（※）ことから別途計上はしない

　　 なお、積算手法については下記のとおりとする。ただし、費用を計上できない工事については、その旨を特記仕様書（施工条件明示書）に明記している。

③ＩＣＴ建設機械による施工

※当該工事に含まれる右記の
　作業内容に「☑」を付ける

１　３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械
２　３次元ＭＧ機能を持つ地盤改良機
３　３次元位置を用いた施工管理システム
４　施工箇所をリアルタイムで可視化する技術

　※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称

④３次元出来形管理等の施工管理

※当該工事に含まれる右記の
　作業内容に「☑」を付ける

注1) (Ａ)施工プロセスの段階及び(Ｂ)作業内容で活用する項目に☑を付ける。（国で定める工種ごとの「ICT活用工事 実施要領」に基づき、選定すること。）

注2) (Ｃ)採用する技術番号に(Ｄ)の技術番号を記入する。（複数以上の技術の組み合わせも可）

注3) 各施工プロセス①～⑤の活用数に応じ評価する。（「施工プロセスで全て活用する場合」とは、施工プロセス5つ活用(=①～⑤を活用)する場合を指す。）

注4) 本表（Ｄ）技術番号／技術名に記載している技術は、施工計画等 ・技術提案（いわゆる作文）の評価対象外とする。

注5) 工事の発注は、「ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案」を活用しない従来工法での積算により発注し、受発注者協議により決定した技術は、設計変更

注5) の対象とする。

ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案　工事計画書

　当該工事において活用する技術については、以下のとおりです。

（Ａ）
施工プロセスの段階

（Ｂ）
作業内容
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【宮城県農業農村整備事業等標準積算基準を適用した工事の場合】 
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２）処遇改善 

①建設キャリアアップシステムの活用提案 

配点 評価 評 価 基 準 

0 － 活用なし 

1 良 当該工事におけるシステム活用（平均就業履歴蓄積率50％以上） 

  応札時は申告内容で評価し、工事完了後に履行状況を確認し、実施が確認できなかった場合は、工事成績考査
にて減点措置を行う。 

  CCUSの活用提案にあたっては、元請・下請の事業者登録、技能者登録、管理者ID（現場管理者）登録、現場に
カードリーダーの設置が必要となるほか、受注後、カードリーダーの設定場所、設置期間、計測日を施工計画
書に記載し、監督職員に提出すること。 

  計測の対象期間は、現場施工に着手した日（準備期間は含まない）から現場施工が完了した日（後片付け期間
は含まない）までとし、1ヶ月に1回の頻度で計測日を設定することを基本とする。なお、現場施工に着手した
月及び現場施工が完了した月は、日数が限られることもあるため、計測日の設定は任意とする。 

  就業履歴蓄積率は、下記により算定する。 
就業履歴蓄積率 
 ＝計測日においてCCUSのカードリーダーへのタッチ等により工事現場へ入場した技能者の数 

／計測日において工事現場へ入場した技能者の数 
 

※「計測日において CCUS のカードリーダーへのタッチ等により工場現場へ入場した技能者の数」は、CCUS の 
発注者支援機能から出力した「平均就業履歴蓄積率の算出」帳票により、「工事現場へ入場した技能者の数」 
は、安全書類（工事日報、出面管理、KY・リスクアセスメント記録票等）などにより確認する。 

 
  算定の対象者は、施工体制台帳上（作業員名簿）の下請負人を含む技能者とする。ただし、当該工事現場での

累積の就業日数(休工日を含まない現場入場日数）が14日間未満の者は、就業履歴蓄積率の算定にあたって、対
象から除くことができる。 

  平均就業履歴蓄積率は、全ての計測日における就業履歴蓄積率を平均して算定する。 
  受注者は、各月の計測完了後、CCUSの発注者支援機能から出力した「平均就業履歴蓄積率の算出」帳票を根拠

資料と併せて、打合せ簿にて、発注者に提出する。 
  受注者は、最終の計測完了後、平均就業履歴蓄積率を算出し、打合せ簿で発注者に提出する。 

 
（※１）契約工期が 4/1～3/31 の工事で、５月下旬に現場施工に着手（準備期間は含まない）し、３月上旬に現場施工が 
（※１）完了（後片付け期間は含まない）した場合、５月、３月の計測日の設定は任意とする。 
 
（※２）技能者 A～E は全期間を通して現場に入場し、技能者 F は 6～12 月に現場に入場し、技能者 G は累積就業日数

14 日未満の場合を想定したイメージとして作成している。 
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 評価項目・評価基準の設定例  

【Ⅰ型】（例）交差点立体化工事など 

現道の交通量が非常に多い交差点の立体化工事であり、標準工法では工期内での工事

実施が困難であるため、設計・施工一括発注方式を適用し、目的物を含めた技術提案を

求める。 

評価項目 評価基準 配点 

技
術
提
案 

＜定性評価＞ 

構造の成立性 

提案目的物の構造及び安定計算、解析手法が適切で

あり、成立性の判断が可能である。 
２点 

提案目的物の構造及び安定計算、解析手法は妥当で

あるが、成立性の判断において、明確にすべき追加

事項がある。 

１点 

＜定性評価＞ 

コンクリートのひび割れ

制御に関する品質管理方

法 

構造形式や施工条件を十分に踏まえた解析に基づ

いた品質管理方法に、優位な工夫が見られる。 
２点 

構造形式や施工条件を十分に踏まえた品質管理方

法である。 
１点 

不適切ではないが、一般的な事項のみの記載となっ

ている。 
０点 

＜定量評価＞ 

施工期間（日数） 

目標状態を最高得点、最低限の要求要件を０点と

し、その間は提案値に応じて案分する。 

・最低限の要求要件：○○日 

・目標状態：△△日 

１５点 

＜定性評価＞ 

周辺住民の生活環境維持

対策 

現地条件を踏まえ、周辺住民に与える施工中の騒

音、振動、粉塵等の対策を計画しており、優位な工

夫が見られる。 

２点 

現地条件を踏まえ、周辺住民に与える施工中の騒

音、振動、粉塵等の対策を計画している。 
１点 

不適切ではないが、一般的な事項のみの記載となっ

ている。 
０点 

＜定性評価＞ 

現道の交通対策 

社会的に与える影響を十分に踏まえた対策を計画

しており、優位な工夫が見られる。 
２点 

社会的に与える影響を十分に踏まえた対策を計画

している。 
１点 

不適切ではないが、一般的な事項のみの記載となっ

ている。 
０点 

技
術
提
案
に
係
る
具
体
的
な
施
工
計
画 

現地の条件を踏まえた施

工計画の実現性 

・  詳細な工程計画 

（確実な工程計画） 

・  安全性 

現地条件（地形、地質、環境、地域特性、関連工事

との調整等）を踏まえた詳細な工程計画であり、コ

スト縮減、品質管理、安全対策等に優位な工夫や品

質向上への取り組みが見られる。 

２点 

現地条件を踏まえた詳細な工程計画である。 １点 

不適切ではないが、一般的な事項のみの記載となっ

ている。 
０点 

現地の条件を踏まえた新

技術・新工法等の適用性 

・  技術的成立性 

・  新技術等の実用性 

・  新技術等の実績 

・  技術開発の取り組み

姿勢 

施工実績があり技術的に確立した新技術・新工法が

採用されており、現地条件を踏まえて安全性や経済

性等にも優れたものとなっている。 

２点 

施工実績はないが、現地条件を踏まえて安全性や経

済性等に優れた新技術・新工法が採用されている。 
１点 

不適切ではないが、一般的な技術・工法等の組合に

留まっている。 
０点 
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【Ⅱ型】（例）橋梁工事など 

現地の条件により想定される有力な構造形式が複数存在する橋梁工事であるため、設

計・施工一括発注方式を適用し、目的物を含めた技術提案を求める。 

評価項目 評価基準 配点 

技
術
提
案 

＜定量評価＞ 

ライフサイクルコスト 

○○年間に必要となる維持管理費 

維持管理費は、各使用材料別の耐用年数に基づき算

出する。 

※ライフサイクルコストについては、当該費に建設

費を加えた総費用に基づき算出した評価点を別途、

補正することが出来る。 

１５点 

＜定性評価＞ 

ライフサイクルコスト低

減のための対策 

維持管理を容易にするため、目的物の構造や構造物

の耐久性向上に関する優位な工夫が見られる。 

２点 

維持管理を容易にするため、目的物の構造や構造物

の耐久性向上に関する工夫が見られる。 

１点 

維持管理に関して一般的な方策のみの記載となっ

ている。 

０点 

＜定性評価＞ 

構造の成立性 

提案目的物の構造及び安定計算、解析手法が適切で

あり、成立性の判断が可能である。 

１点 

提案目的物の構造及び安定計算、解析手法は妥当で

あるが、成立性の判断において、明確にすべき追加

事項がある。 

０点 

＜定性評価＞ 

品質検査方法 

施工中における溶接部等の品質検査方法について、

品質向上のために優位な工夫が見られる。 

２点 

施工中における溶接部等の品質検査方法について、

品質向上のために工夫が見られる。 

１点 

施工中における溶接部等の品質検査方法について

一般的な方策のみの記載となっている。 

０点 

＜定性評価＞ 

景観 

周辺環境に調和したデザインになっており、景観に

対する優位な工夫が見られる。 

２点 

周辺環境に調和したデザインになっている。 １点 

不適切ではないが、一般的なデザインになってい

る。 

０点 

技
術
提
案
に
係
る
具
体
的
な
施
工
計
画 

現地の条件を踏まえた施

工計画の実現性 

・  詳細な工程計画 

（確実な工程計画） 

・  安全性 

現地条件（地形、地質、環境、地域特性、関連工事

との調整等）を踏まえた詳細な工程計画であり、コ

スト縮減、品質管理、安全対策等に優位な工夫や品

質向上への取り組みが見られる。 

２点 

現地条件を踏まえた詳細な工程計画である。 １点 

不適切ではないが、一般的な事項のみの記載となっ

ている。 
０点 

現地の条件を踏まえた新

技術・新工法等の適用性 

・  技術的成立性 

・  新技術等の実用性 

・  新技術等の実績 

・  技術開発の取り組み

姿勢 

施工実績があり技術的に確立した新技術・新工法が

採用されており、現地条件を踏まえて安全性や経済

性等にも優れたものとなっている。 

２点 

施工実績はないが、現地条件を踏まえて安全性や経

済性等に優れた新技術・新工法が採用されている。 
１点 

不適切ではないが、一般的な技術・工法等の組合せ

に留まっている。 
０点 
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【Ⅲ型】（例）重力式コンクリートダム本体工事など 

ダム本体の品質を確保するとともに、施工の合理化を図るため、施工方法について技

術提案を求める。 

評価項目 評価基準 配点 

技
術
提
案 

＜定性評価＞ 

コンクリート（骨材）の品

質管理方法 

原石山の状況を十分に踏まえて、骨材の採取、製造

に際しての品質管理に優位な工夫が見られる。 

２点 

原石山の状況を十分に踏まえた品質管理方法であ

る。 

１点 

不適切ではないが、一般的な事項のみの記載とな

っている。 

０点 

＜定量評価＞ 

施工期間（日数） 

目標状態を最高得点、最低限の要求要件を０点と

し、その間は提案値に応じて案分する。 

・最低限の要求要件：○○日 

・目標状態：△△日 

１５点 

＜定性評価＞ 

濁水処理対策 

社会的に与える影響を十分に踏まえた対策を計画

しており、優位な工夫が見られる。 

２点 

社会的に与える影響を十分に踏まえた対策を計画

している。 

１点 

不適切ではないが、一般的な事項のみの記載とな

っている。 

０点 

技
術
提
案
に
係
る
具
体
的
な
施
工
計
画 

現地の条件を踏まえた施

工計画の実現性 

・  詳細な工程計画 

（確実な工程計画） 

・  安全性 

現地条件（地形、地質、環境、地域特性、関連工事

との調整等）を踏まえた詳細な工程計画であり、コ

スト縮減、品質管理、安全対策等に優位な工夫や品

質向上への取り組みが見られる。 

２点 

現地条件を踏まえた詳細な工程計画である。 １点 

不適切ではないが、一般的な事項のみの記載とな

っている。 
０点 

現地の条件を踏まえた新

技術・新工法等の適用性 

・  技術的成立性 

・  新技術等の実用性 

・  新技術等の実績 

・  技術開発の取り組み

姿勢 

施工実績があり技術的に確立した新技術・新工法

が採用されており、現地条件を踏まえて安全性や

経済性等にも優れたものとなっている。 

２点 

施工実績はないが、現地条件を踏まえて安全性や

経済性等に優れた新技術・新工法が採用されてい

る。 

１点 

不適切ではないが、一般的な技術・工法等の組合せ

に留まっている。 
０点 

 
「宮城県土木部 BIM/CIM 活用工事実施要領」に基づく、BIM/CIM 活用の対象工事につい

ては、「技術提案」、「技術提案に係る具体的な施工計画」のいずれの項目において

も、BIM/CIM に関する提案を評価の対象外とする。 

なお、BIM/CIM 活用工事の適用の有無については、特記仕様書（施工条件明示書）を 

確認すること。 
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３－４ 自由提案の受け付け 

発注者が指定した評価項目以外に、将来の維持管理費を含めた総合的なコストの縮減

や工事目的物の性能・機能の向上、社会的要請への対応に関して、競争参加者から技術

提案の提出が見込まれる場合にはこれらについての創意工夫等の自由提案を受け付け、

価格以外の評価項目として評価することが考えられる。  
その場合は、あらかじめ入札公告や入札説明書において、自由提案の受け付けを認め

る旨及び評価における扱い（例えば｢最大○点｣等）を明示することが必要となる。  

３－５ 価格以外の評価点の設定 

価格以外の評価点が低い場合、技術提案の良否が競争に十分反映されない可能性があ

る。提案のインセンティブを高め、優良な技術提案による競争を促進する観点から、高

度型の価格以外の評価点は別紙１により５４．５点を原則とする。  

３－６ 価格評価点 

価格評価点は、以下の式により算定する。 

満点入札率：Ａ（％） 

Ａ＝（設計純工事費×0.97＋設計現場管理費×0.85＋設計一般管理費×0.63）÷設計額×100 

ただし、92％を超える場合は、92％に置き換える。 

①  （Ａ％＜入札率≦100%）における価格評価点 

入札率 105％における価格評価点が０点 

入札率Ａ％における価格評価点が６０点 

の２点を通るｘ 2/ａ 2＋ｙ 2/ｂ 2＝１(b＞a＞0) で示される楕円の式により算出される

以下の y の値（正）とする。 

・価格評価点 ｙ ＝ （b2×（1－x2/a2）） 1/2 

ｙ：価格評価点 

ｘ：入札率－Ａ 

ａ：105－Ａ 

ｂ：60（長径（2ｂ）の１/２を価格評価点の満点とする） 

②  （Ａ％≧入札率）における価格評価点（レベル区間） 

入札率Ａ％以下は、価格評価点の満点（６０点）で一定とする。 

・価格評価点 y = ６０点 

３－７ 総合評価点 

総合評価点は次式により算定する。  
①総合評価点（１１４．５点満点）  

＝価格評価点（６０点）＋価格以外の評価点（５４．５点）  
  （評価点は小数点以下第３位を四捨五入し、小数点以下第２位とする。）  
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４ 技術提案の改善（技術対話） 
技術提案の内容の一部を改善することで、より優れた技術提案となる場合や一部の不

備を解決できる場合には、発注者と競争参加者の技術対話を通じて、発注者から技術提

案の改善を求め、又は競争参加者に改善を提案する機会を与えることができる（品確法

第１７条）。  

４－１ 技術提案の審査 

技術対話の実施に先立ち、発注者は技術提案の審査を行う。  
なお、技術提案には新技術や新工法等が多く含まれ、専門的知識が必要となることが

想定されるため、提案内容に応じて学識経験者等を活用し、審査体制の充実に努めるも

のとする。  

（１）発注者の要求事項の確認 

発注者の要求事項に対し、技術提案の内容に最低限の要求要件や施工条件を満たさな

い事項がないか、入札説明書等で要求している記載事項について記載漏れがないかを確

認する。  

（２）技術提案の実現性、安全性等の確認 

新技術・新工法についてはＮＥＴＩＳ等を活用して情報収集に努め、技術提案の実現

性、安全性等を確認する。  

（３）設計数量の確認 

技術提案と併せて提出された数量総括表及び内訳書の内容について、以下の事項を確

認する。  
［確認事項の例］  
  積算基準類における工事工種体系に沿っているか  
  技術提案内容に応じた内訳となっているか  
  工事目的物の仕様に基づく数量が計上されているか  
  積算基準類に該当しない工種、種別、細別及び規格があるか 等  

４－２ 技術対話の実施 

４－２－１ 技術対話の範囲 

技術対話の範囲は、技術提案及び技術提案に係わる施工計画に関する事項とし、それ

以外の項目については、原則として対話の対象としない。  

４－２－２ 技術対話の対象者 

技術対話は、技術提案を提出したすべての競争参加者を対象に実施する。競争参加者

間の公平性を確保するため、複数日に跨らずに実施することを基本とするが、競争参加

者が他者の競争参加を認知することのないよう十分留意する。  
また、技術対話の対象者は、技術提案の内容を十分理解し、説明できるものとし複数

でも可とする。ただし、提案者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限るものとす

る。  
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４－２－３ 技術対話の手順 

競争参加者側から技術提案の概要説明を行った後、技術提案に対する確認、改善に関

する対話を行うものとする。  
なお、技術対話において他者の技術提案、参加者数等の他者に係わる情報は一切提示

しないものとする。  
 

（１）技術提案の確認 

競争参加者から技術提案の特徴や利点について概要説明を受け、当該工事の施工上の

課題認識や技術提案の不明点について質疑応答を行う。  

（２）発注者からの改善要請 

技術提案の内容に最低限の要求要件や施工条件を満たさない事項がある場合には、技

術対話において提案者の意図を確認した上で必要に応じて改善を要請し、技術提案の再

提出を求める。最低限の要求要件や施工条件を満たさない事項があり、その改善がなさ

れない場合には、発注者は当該競争参加者に対し競争参加資格がないとする旨を通知す

る。  
また、新技術・新工法の安全性等を確認するための資料が不足している場合には、追

加資料の提出を求める。  

（３）自発的な技術提案の改善 

発注者による改善要請だけでなく、競争参加者からの自発的な技術提案の改善を受け

付けることとし、この旨を入札説明書等に明記する。  

（４）見積の提出要請 

発注者は設計数量の確認結果に基づき、必要に応じて数量総括表における工種体系の

見直しや単価表等の提出を競争参加者に求める。競争参加者に提出を求める単価表等

は、発注者の積算基準類にない部分に限るものとする。  
競争参加者は、競争参加資格があると確認された後、要請された単価表等の見積を提

出するものとする。  

４－２－４ 文書による改善要請事項の提示 

対話時又は対話の終了後速やかに改善要請事項を書面で提示するものとする。  

４－３ 改善された技術提案の審査 

予定価格算定の対象とする技術提案を選定するため、改善された技術提案を審査し、

各者の技術評価点を算出しておく。  
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５ 予定価格の作成 
高度型においては、競争参加者から発注者の積算基準類にない新技術・新工法等が提

案されることが考えられるため、競争参加者からの技術提案をもとに予定価格を定める

ことができる（品確法第１９条）。 

予定価格は、結果として最も優れた提案が採用できるように作成する必要があり、各

技術提案の内容を部分的に組み合わせるのではなく、一つの優れた技術提案全体を採用

できるように作成するものとする。 

５－１ 予定価格の算定方法選定の考え方 

競争参加者から再提出された技術提案の技術評価点と、当該技術提案を実施するため

に必要な設計数量等をもとに算定した価格（以下「見積価格」という）に基づき、予定

価格の算定方法を選定する。予定価格の算定方法は以下の４つの方法が考えられる。 

①総合評価点の最も高い技術提案に基づく価格を予定価格とする。  
②技術評価点の最も高い技術提案に基づく価格を予定価格とする。  
③見積価格の最も高い技術提案に基づく価格を予定価格とする。  
④技術評価点の最も高い技術提案が総合評価点も最も高くなるために必要な価格を予

定価格とする。  
 
これらのうち、結果として最も優れた技術提案を採用できるように、②技術評価点の

最も高い技術提案に基づき予定価格を算定することを基本とする。ただし、工事内容や

評価項目、評価結果等によっては学識経験者の意見を踏まえた上で他の方法を採用して

もよい。 

なお、予定価格の算定方法を選定する際の見積価格については提出された設計数量等

をそのまま使用するものとするが、予定価格を算定する際には「５－２－１ 設計数量

等の確認」により競争参加者が提出した数量等を精査した上で使用する必要があること

に留意する。 
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表５ 予定価格の算定方法選定の考え方  

予定価格の 

算定方法 
長  所 短  所 

①総合評価点の

最も高い技術

提案に基づく

価格 

●総合評価の考え方に則ってお

り、予定価格の意味合いが明

確。 

●見積価格が安い場合には落札

者が限定される可能性が高

く、最終的に技術評価点の高

い提案を採用できないことが

あり得る。 

②技術評価点の

最も高い技術

提案に基づく

価格 

●技術的に最も優れた技術提案

が排除されない。 

●入札時点での競争性が確保さ

れる可能性が高い。 

●総合評価点の最も高い提案に

比べて総合評価点が低く、そ

の分価格が割高となってい

る。 

③見積価格の最

も高い技術提

案に基づく価

格 

●予定価格を上回る入札が行わ

れる可能性が低い。 

●入札時点での競争性が確保さ

れる。 

●総合評価点の最も高い提案に

比べて総合評価点が低く、そ

の分価格が割高となってい

る。 

④技術評価点の

最も高い技術

提案が総合評

価点も最も高

くなるために

必要な価格 

●技術的に最も優れた技術提案

を採用できる可能性がある。 

●総合評価の考え方に則ってお

り、割高な予定価格となるこ

とを防止できる。 

●予定価格に対応する工事内容

が存在せず、仮想的な予定価

格になる。 
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５－２ 予定価格の作成 

予定価格については発注者としての説明責任を有していることに留意し、学識経験者

への意見聴取結果を踏まえて定める。  
 

５－２－１ 設計数量等の確認 

予定価格算定の対象となった技術提案を実施するために必要となる設計数量等（数量

総括表、内訳書、単価表等）の内容について確認を行い、積算基準類に該当する歩掛や

単価がない場合には、過去の同種・類似事例を参考にそれらの妥当性を確認し、必要に

応じて市場の実勢調査を行う。市場の実勢調査に基づいた歩掛や単価を当該工事に適用

する場合、各部局における積算基準類の担当部局と調整を図る必要がある。  
なお、各社固有の特殊工法等については、歩掛や単価まで分解せずに工法全体の見積

の妥当性を確認する。  

５－２－２ 予定価格の算定 

設計数量等の確認の結果を踏まえ、次に掲げる積算基準類により予定価格を算定す

る。  
  土木請負工事工事費積算要領  
  土木請負工事工事費積算基準  
  土木工事標準歩掛  
  請負工事機械経費積算要領  
  共通仮設費算定基準  等  

（１）歩掛 

歩掛については、標準歩掛や新技術活用支援施策におけるパイロット歩掛を使用す

る。  
ただし、工期の短縮を技術提案で求めている場合等、標準歩掛等が無い場合や標準的

な施工でない場合は、技術提案や特別調査の歩掛を参考に決定する。  

（２）労務単価、資材単価、機械経費 

設計単価（労務単価、資材単価、機械経費）については、積算基準類により設定す

る。  
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図５－１ 予定価格算定における競争参加者の数量等の使用範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－２ 競争参加者の数量等を使用した予定価格算定の一例 

工事原価  直接工事費  【歩掛×単価】 

間接工事費

現場管理費  
一般管理費等

工事価格

積算基準類を適用でき ない場合は、競争参
加者の設計数量等を参考にする。

積算基準類を使用

歩掛（労力、数量）

労務単価  

資材単価  

機械経費  
共 通 
仮設費  

積上げ計算分

率  計算  分  

※設計・施工一括発注方式の場合には設計費を計上  

業務  価格  ※ 

第○号  
名称 規格  単位 数量  単価 金額  摘要

橋梁世話役 人  ○○ ○○、○○○ ○○、○○○ ○人/日×○
日＝○○人

橋梁特殊工 人  ○○ ○○、○○○ ○○、○○○ ○人/日×○
日＝○○人

普通作業員 人  ○○ ○○、○○○ ○○、○○○ ○人/日×○
日＝○○人

トラックク 
レーン賃料

油圧式○ｔ吊 日  ○○ ○○、○○○ ○○、○○○ 
諸雑費 式  1 ○○○ 端数整理

計 ○○、○○○ 

第○号  
名称 規格  単位 数量  単価 金額  摘要

交通誘導員 人  ○○ ○○、○○○ ○○、○○○ ○人/日×○ 
日＝○○人

計 ○○、○○○ 

架設機械据付・解体１式当たり内訳書  

安全費（積上げ分）一式内訳書

：積算基準類を適用できない場合は、競争参加者の数量等を参考にする。 
：積算基準類を使用。 
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５－３ 予定価格の作成に係る学識経験者の意見聴取 

予定価格作成の妥当性を確保するため、当該技術提案の審査にあたり学識経験者の意

見を聴く必要がある（品確法第１９条）。  

５－３－１ 意見聴取の方法 

学識経験者への意見聴取の時期は、技術対話後、入札前を基本とし、予定価格情報の

管理の観点から、意見を聴く学識経験者の人数は最小限度（２名）とするとともに、そ

の匿名性や守秘義務の確保、及び資料の管理等について十分留意する。 

また、学識経験者は、国の機関及び大学の機関の有識者から意見聴取する。 

５－３－２ 意見聴取の内容 

学識経験者の意見聴取は、予定価格の積算額ではなく、予定価格の作成方法や考え方

等について意見を聴くものとする。意見聴取内容の例を次に示す。 

なお、意見聴取した結果に基づき作成した予定価格については、発注者が妥当性の説

明責任をもって決定することに留意する。 

［意見聴取内容の例］  

  予定価格算定の対象となった技術提案の適切性  
技術評価点と見積価格との関係でどの技術提案を採用したかの考え方の妥当性  

  予定価格の算定方法の適切性  
技術提案を実施するために必要な設計数量等の検証や積算基準類への置き換えの

妥当性  
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６ 入札及び契約 
６－１ 入札 

競争参加者は、技術対話後に改善を行い再提出した技術提案及び価格により入札す

る。入札時における技術提案の更なる修正・改善は認めないものとする。 

なお、競争参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することが

できる。入札を辞退した者は、これを理由として以後の競争参加について不利益な取扱

いを受けるものではない。 

発注者は、入札説明書等に記載した評価方法に基づいて、技術提案等と価格との総合

評価を行い、落札者を決定する。 

入札から契約に至るまでの手続については、速やかに行うよう努める。 

なお、落札予定者の入札価格が、技術提案と併せて提出された設計数量や、必要に応

じて求めた単価表等に基づき積算した価格との乖離が大きい場合には、契約前にその理

由の説明を求め、入札価格の妥当性を確認する。その結果、技術提案の内容に従って工

事を確実に実施することができないと認めるときは、当該技術提案を採用せず、提案し

た者を落札者としないことができる。 

また、国債工事等の複数期にまたがる工事において、二期工事以降の工事（後工事）

の請負契約を当該工事の契約者と随意契約により締結する予定がある場合には、あらか

じめ一期工事（前工事）の入札説明書において、当該工事の入札内容が後工事において

も担保されることを当該工事の契約条件とする旨を明記しておく必要がある。 

６－２ 総価契約単価合意方式の適用 

競争参加者に技術提案の提出を求め、当該技術提案に基づき実施する総合評価方式の

適用工事においては、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の

円滑化を図るため、従来通り総価による契約後、受発注者間の協議により総価契約の内

訳として単価を合意しておく総価契約単価合意方式を採用することが望ましい。 

特に高度型においては次に掲げる理由から、総価契約単価合意方式を適用することを

基本とする。なお、設計・施工一括発注方式を適用する場合には、詳細（実施）設計の

完了後、工事着工前までの間に単価を合意することを基本とする。 

  高度型では技術評価点の最も高い競争参加者の技術提案をもとに予定価格を定める

ことを基本としているため、他の競争参加者が落札した場合には予定価格における

工事費の内訳と落札者の入札価格の内訳が異なることとなる。  

  設計・施工一括発注方式を適用する場合には、技術提案に基づく詳細設計が完了し

た段階で数量が確定し、当初契約時とは数量が変更となる可能性があるが、総価契

約の金額は変更しない。ただし、条件変更がある場合には詳細設計後の数量に基づ

き設計変更を行うこととなる。 
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７ 改善過程の公表 
技術対話における公平性、透明性を確保するため、契約締結後に速やかに評価結果と

ともに、技術提案の改善に係る過程の概要を公表する。 

公表の内容は、各競争参加者に対する発注者からの改善要請事項の概要、各者の再提

出における改善状況の概要を基本とし、各者の提案の具体的内容に係わる部分は公表し

ないものとする。また、競争参加者の知的財産を保護する観点から、各者の了解を得た

上で公表するものとする。 

改善過程の公表様式（案）及び作成例を表７に示す。 
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表７ 改善過程の公表様式（案） 

 
  

公
表

様
式

（
案

）

〔
橋

梁
工

事
〕

入
札

公
告

日

・
下

部
工

技
術

提
案

提
出

・
上

部
工

技
術

提
案

審
査

(
1
)

・
仮

設
工

技
術

対
話

技
術

提
案

再
提

出

0
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0
円

(
税

抜
き

)
技

術
提

案
審

査
(
2
)

価
格

点

技
術

点

提
案

者
総

合
点

技
 
術

 
提

 
案

 
の

 
改

 
善

 
に

 
係

 
る

 
経

 
過

 
の

 
概

 
要

総
合

評
価

落
札

方
式

（
高

度
型

）

・
○

○
年

間
の

想
定

維
持

管
理

費
が

▽
▽

円

橋
長

Ｌ
＝

０
０

０
ｍ

上
部

工
形
式

：
○

○
○

下
部

工
形
式

：
○

○
○

　
○

○
○

○
○

○
、

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
○

、
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

。

橋
長

Ｌ
＝

０
０

０
ｍ

上
部

工
形
式

：
○

○
○

下
部

工
形
式

：
○

○
○

　
○

○
○

○
○

○
、

○
○

○
○

○
○

○
○

○
、

○
○

○
○

○
、

○
○

○
○

○
○

。

0
点

0
点

0
点

0
点

0
点

0
点

技
術

対
話

（
改

善
要

請
・

質
問

・
追

加
提

案
事

項
等

）

　
接

合
方

法
を

変
更

し
、

提
案

書
を

再
提

出
。

0
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

　
下

部
工

の
接

合
方

法
の

代
替

工
法

の
提

案
：

当
初

提
案

の
現

場
溶

接
を

一
層

の
コ

ス
ト

縮
減

と
工

期
短

縮
が

見
込

ま
れ

る
ハ

イ
テ

ン
ボ

ル
ト

を
採

用
す

る
こ

と
に

変
更

。

0
点

0
点

0
点

　
作

業
手

順
書

資
料

を
追

加
提

出
。

0
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

な
し

。

備
考

技
術

提
案

再
提

出
改

善
対

応
状

況
入

札
金

額
(
円

・
税

抜
)

発
注

者

・
工

事
用

道
路

計
画

・
上

記
項

目
の

施
工

計
画

施 工 条 件

【
技

術
提

案
の

改
善

経
過

】

技
術

提
案

の
概

要

落
札

決
定

橋
長

Ｌ
＝

０
０

０
ｍ

上
部

工
形
式

：
○

○
○

下
部

工
形
式

：
○

○
○

　
○

○
○

○
○

○
○

○
、

○
○

○
○

○
○

○
○
○

○
○

、
○

○
○

○
○

、
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
。

目 標 状 態

・
夜

間
施

工
期

間
が

○
○

日
間

〔
施

工
に

関
す

る
事

項
〕

・
施

工
計

画
が

適
正

で
あ

る
こ

と
。

〔
目

的
物

に
関

す
る

事
項

〕

・
橋

梁
架

設
地

点
　

　
○

○
市

□
□

地
内 　

施
工

ヤ
ー

ド
に

つ
い

て
当

初
想

定
し

て
い

た
場

所
と

異
な

る
位

置
の

提
案

が
な

さ
れ

た
が

、
今

後
予

定
さ

れ
る

近
接

工
事

の
影

響
で

使
用

で
き

な
い

位
置

で
あ

っ
た

た
め

、
位

置
の

変
更

を
要

請
。

な
し

。

・
橋

梁
の

構
造

形
式

、
デ

ザ
イ

ン

・
構

造
の

成
立

性
の

検
証

方
法

・
夜

間
施

工
期

間
の

縮
減

・
維

持
管

理
を

容
易

に
す

る
た

め
の

提
案

・
施

工
中

の
溶

接
部

等
の

品
質

管
理

方
法

○
○

課
（

×
×

土
木

事
務

所
）

工 事 内 容

(
仮

称
)
□

□
高

架
橋

新
設

工
事

平
成

０
０

年
０

０
月

０
０

日

平
成

０
０

年
度

　
Ａ

Ａ
Ｂ

Ｂ
１

－
１

－
０

０
１

号

工
 
 
 
 
事

 
 
 
 
名

平
成

０
０

年
０

０
月

０
０

日

平
成

０
０

年
０

０
月

０
０

日

平
成

０
０

年
０

０
月

０
０

日

・
施

工
時

間
帯

　
現

道
上

に
係

る
施

工
は

夜
間

施
工

(
2
2
:
0
0
～

5
:
0
0
)
と

す
る

。

Ｃ
工
業

株
式

会
社

　
安

全
性

確
認

の
た

め
○

○
工

法
の

作
業

手
順

書
提

出
を

要
請

。

な
し

。

株
式
会

社
Ｂ

組

　
要

請
に

基
づ

き
施

工
ヤ

ー
ド

位
置

を
改

善
し

、
提

案
書

再
提

出
。

0
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

提
案

者

Ａ
建
設

株
式

会
社

平
成

０
０

年
０

０
月

０
０

日

平
成

０
０

年
０

０
月

０
０

日

平
成

０
０

年
０

０
月

０
０

日

契
 
 
 
 
約

 
 
 
 
日

契
 
 
約

 
 
金

 
 
額

発
 
 
注

 
 
機

 
 
関

工
 
 
事

 
 
番

 
 
号

・
道

路
規

格
　

○
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８ 技術提案の履行の確保 
 
落札者の提示した技術提案はすべて契約内容となるため、技術提案が履行できなかった

場合の措置をあらかじめ定めるものとする。  
 

（１）技術提案不履行時の措置 

  技術提案の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、工事請負契約書に基づ

き、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求す

る。また、履行遅滞に該当する場合も同様とする。 

 
  施工方法等に関する技術提案の不履行の場合には、受発注者間において責任の所在

を協議し、受注者の責である場合には、契約不履行の違約金を徴収する。その際、

技術提案審査と同様に中立かつ公平な立場から判断できる学識経験者の意見を聴

き、協議の円滑化及び責任の明確化を図るものとする。契約不履行の違約金の額と

しては、次のような運用例がある。（図８） 

 
  いずれの場合においても工事成績評定の減点対象とする。          

（評定方法は表８のとおり） 

 

図８ 技術提案不履行の場合の違約金の算定例 

  

【工事請負契約書】

（瑕疵担保）

（履行遅滞の場合における損害金等）

第45条　甲は，工事目的物に瑕疵があるときは，乙に対して相当の期間を定めてその瑕
疵の修補を請求し，又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することが
できる。ただし，瑕疵が重要ではなく，かつ，その修補に過分の費用を要するときは，
甲は，修補を請求することができない。(以下略)

第46条　乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合にお
いては，甲は，損害金の支払を乙に請求することができる。(以下略)

【入札説明書における記載例】（例：交通規制の短縮日数）

　受注者の責により、入札時の提案内容が実施されていないと判断された場合、（２）
２）①「主要地方道○○号における交通規制の短縮日数における提案に係わる具体的な
施工計画」においては、実際に確認できた交通規制の短縮日数に基づき点数の再計算を
行い、落札時の技術評価点との点差に対応した金額を契約不履行の違約金として徴収す
る。この取扱い方法については契約書に記載するものとする。また、併せて当該工事成
績評定を減ずる措置を行う。
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１
０

ｍ
　

　
　

等
の

規
模

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

[
0
4
]
ダ

ム
用

水
門

　
設

計
水

深
＞

２
５

ｍ
　

[
0
5
]
樋

門
・

樋
管

　
Ａ

＞
１

５
ｍ

２
　

[
0
6
]
揚

排
水

機
場

　
φ

＞
２

０
０

０
ｍ

ｍ
　

[
0
7
]
堰

、
水

門
　

最
大

径
間

長
２

５
ｍ

以
上

又
は

径
間

数
３

径
間

以
上

又
は

５
０

ｍ
2
／

門
　

[
0
8
]
ト

ン
ネ

ル
（

開
削

工
法

）
Ｈ

＞
２

０
ｍ

　
２

．
そ

の
他

（
理

由
：

)
　

[
0
9
]
ト

ン
ネ

ル
（

Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｍ

）
内

空
断

面
積

Ａ
＞

８
５

ｍ
２

　
[
1
0
]
ト

ン
ネ

ル
（

沈
埋

工
法

）
Ａ

＞
３

０
０

ｍ
２

　
[
1
1
]
海

岸
堤

防
、

護
岸

、
突

堤
、

離
岸

提
　

水
深

Ｈ
＞

１
０

ｍ
　

[
1
2
]
地

滑
り

防
止

工
Ｗ

＞
１

０
０

ｍ
　

又
は

Ｌ
＞

１
５

０
ｍ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

[
1
3
]
浚

渫
工

　
Ｖ

＞
１

０
０

万
ｍ

３
　

[
1
4
]
流

路
工

　
Ｑ

＞
５

０
０

ｍ
３

　
[
1
5
]
砂

防
ダ

ム
　

Ｈ
＞

３
０

ｍ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
[
1
6
]
ダ

ム
高

　
Ｈ

＞
１

５
０

ｍ
　

[
1
7
]
転

流
ト

ン
ネ

ル
　

Ｑ
＞

４
０

０
ｍ

3
／

ｓ
　

[
1
8
]
橋

梁
下

部
工

高
さ

　
Ｈ

＞
３

０
ｍ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

[
1
9
]
橋

梁
上

部
工

　
最

大
支

間
長

Ｌ
＞

１
０

０
ｍ

　
[
2
0
]
建

物
延

べ
面

積
　

Ａ
＞

５
千

㎡
　

[
2
1
]
建

物
高

さ
　

Ｈ
＞

３
０

ｍ
　

[
2
2
]
建

物
階

数
　

Ｆ
＞

地
上

１
０

階
又

は
地

下
２

階
　

[
2
3
]
天

井
高

・
階

高
　

Ｈ
＞

１
２

ｍ
　

[
2
4
]
上

下
水

道
設

備
の

プ
ラ

ン
ト

工
事

の
す

べ
て

　
[
2
5
]
ダ

ム
管

理
工

事
の

す
べ

て
　

[
2
6
]
多

重
無

線
設

備
の

す
べ

て
　

[
2
7
]
ト

ン
ネ

ル
情

報
設

備
の

す
べ

て
 
 
[
2
8
]
そ

の
他

（
）

（
構

造
物

固
有

の
難

し
さ

へ
の

対
応

）
【

事
例

：
構

造
物

固
有

な
施

工
難

度
と

対
応

工
法

等
】

　
３

．
対

象
構

造
物

の
形

状
の

複
雑

さ
（

土
被

り
厚

や
ト

ン
ネ

ル
線

形
　

　
　

　
[
0
1
]
地

山
強

度
が

低
い

。
ま

た
土

被
り

が
薄

い
た

め
、

Ｆ
Ｅ

Ｍ
解

析
等

の
施

工
の

た
め

の
検

討
が

必
要

な
工

事
　

　
　

等
を

含
む

。
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
[
0
2
]
砂

防
工

事
等

で
現

地
調

査
に

基
づ

き
、

現
地

合
わ

せ
の

再
設

計
と

施
工

が
必

要
な

工
事

　
４

．
既

設
構

造
物

の
補

強
、

撤
去

等
特

殊
な

工
事

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
[
0
3
]
鉄

道
営

業
線

に
隣

接
し

た
橋

脚
の

耐
震

補
強

工
事

や
河

道
内

の
流

水
部

に
お

け
る

橋
脚

撤
去

工
事

　
５

．
そ

の
他

（
理

由
：

)
　

[
0
4
]
供

用
中

の
道

路
ト

ン
ネ

ル
の

活
線

拡
幅

工
事

等
　

[
0
5
]
精

密
な

測
定

機
器

や
作

業
機

械
の

設
置

の
た

め
、

通
常

に
比

べ
数

段
高

い
仕

上
精

度
を

要
求

さ
れ

た
工

事
　

[
0
6
]
柱

、
は

り
の

過
半

が
Ｓ

Ｒ
Ｃ

造
で

あ
る

建
築

工
事

　
[
0
7
]
厳

し
い

ク
リ

ー
ン

度
を

要
求

さ
れ

る
室

を
有

す
る

建
築

工
事

　
[
0
8
]
免

震
構

造
・

制
震

構
造

を
有

す
る

建
築

工
事

　
[
0
9
]
施

工
場

所
や

構
造

物
の

特
殊

性
に

対
処

す
る

た
め

の
新

技
術

、
新

工
法

を
採

用
し

た
工

事
（

技
術

固
有

の
難

し
さ

へ
の

対
応

）
　

[
1
0
]
パ

イ
ロ

ッ
ト

工
事

又
は

特
異

な
試

験
フ

ィ
ー

ル
ド

工
事

で
特

許
工

法
等

の
技

術
的

に
検

討
が

必
要

な
工

事
　

６
．

工
種

及
び

工
法

の
特

殊
性

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

[
1
1
]
そ

の
他

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

ー
シ

ュ
ミ

レ
ー

シ
ョ

ン
等

が
必

要
な

設
計

や
特

殊
な

工
法

及
び

材
料

等
を

用
い

た
工

事
等

　
７

．
新

工
法

（
機

器
類

を
含

む
。

）
　

[
1
2
]
Ｖ

Ｅ
　

提
案

さ
れ

た
工

法
等

が
高

度
技

術
で

評
価

で
き

る
場

合
　

８
．

そ
の

他
（

理
由

：
)

 
 
[
1
3
]
そ

の
他

　
構

造
物

固
有

の
難

し
さ

、
技

術
固

有
の

難
し

さ
へ

の
対

応
が

必
要

で
あ

り
、

特
に

評
価

す
べ

き
技

術
が

あ
る

と
評

価
さ

れ
た

工
事

 
　

　
そ

の
他

（
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

（
そ

の
他

）
　

９
．

そ
の

他
施

工
及

び
工

程
等

の
優

れ
た

技
術

力
及

び
能

力
と

し
て

評
価

　
【

そ
の

他
】

　
　

　
す

る
必

要
が

あ
る

事
項

　
［

0
1
］

そ
の

他
施

工
及

び
工

法
等

の
優

れ
た

技
術

力
及

び
能

力
と

し
て

、
評

価
す

る
技

術
 
　

　
そ

の
他

（
）

記
述

評
価

点
　

←
　

評
　

点
　

入
 
力

【
高

度
技

術
の

キ
ー

ワ
ー

ド
の

特
記

事
項

】

※
・

高
度

な
技

術
力

は
、

加
点

評
価

と
す

る
　

・
加

点
は

＋
８

点
～

０
点

の
範

囲
と

す
る

。
　

・
該

当
キ

ー
ワ

ー
ド

数
の

数
と

重
み

を
勘

案
し

て
評

点
す

る
。

　
　

１
項

目
２

点
を

標
準

と
す

る
が

、
内

容
に

よ
っ

て
は

以
下

の
点

数
を

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

与
え

て
も

よ
い

。

※
１

．
高

度
な

技
術

力
と

は
、

工
事

全
体

を
通

し
て

他
の

類
似

工
事

に
比

べ
て

、
特

異
な

技
術

力
を

要
す

る
必

要
が

あ
っ

た
技

術
を

評
価

す
る

も
の

で
あ

る
。

　
　

　
な

お
、

評
価

は
「

５
．

創
意

工
夫

」
と

の
二

重
評

価
は

し
な

い
。

※
２

．
高

度
技

術
の

キ
ー

ワ
ー

ド
の

特
記

事
項

は
、

評
価

し
た

キ
ー

ワ
ー

ド
項

目
の

事
例

適
用

等
に

関
す

る
説

明
が

特
に

必
要

で
あ

れ
ば

特
記

の
こ

と
。

※
３

．
総

合
評

価
落

札
方

式
（

高
度

型
及

び
標

準
型

）
に

係
る

工
事

の
価

格
以

外
の

評
価

項
目

に
つ

い
て

、
契

約
時

の
評

価
結

果
で

加
点

評
価

さ
れ

た
も

の
の

う
ち

、
評

価
す

る
項

目
に

該
当

す
る

場
合

に
項

目
（

１
～

８
）

ご
と

に
加

点
す

る
。

　
　

　
ま

た
、

技
術

提
案

を
求

め
な

い
場

合
で

、
受

注
者

が
自

主
的

に
採

用
し

た
該

当
項

目
が

あ
る

場
合

は
加

点
す

る
。

※
４

．
総

合
評

価
落

札
方

式
（

簡
易

型
）

に
係

る
工

事
及

び
従

来
の

入
札

方
式

に
よ

る
工

事
に

つ
い

て
、

受
注

者
が

自
主

的
に

採
用

し
た

該
当

項
目

が
あ

る
場

合
は

加
点

す
る

。

【
事

例
】

具
体

的
な

評
価

技
術

力
項

目
及

び
工

事
事

例

【
ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
欄

に
番

号
入

力
し

た
キ

ー
ワ

ー
ド

項
目

に
つ

い
て

、
特

記
が

あ
れ

ば
記

述
】

　
　

考
査

項
目

　
　

細
　

　
別

チ
ェ

ッ
ク

欄
【

事
例

】
欄

の
[
番

号
]
を

入
力

技
　

術
　

力
　

キ
　

ー
　

ワ
　

ー
　

ド
　

一
　

覧
　

表

別
紙
-
1
⑥
工
事
特
性
 

工
事
成
績
調
書
V
e
r
.
0
1
.
2
0
2
2
.
0
3
.
x
l
s
x
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工事成績調書の考査項目別採点運用表　別紙－１⑥工事特性



別
紙
-
2
②
工
事
特
性

別
紙

－
２

②
工
事
成
績
調
書
の
考
査
項
目
別
採
点
運
用
表

　
　

[
 
記

入
方

法
]
　

 
該

当
す

る
項

目
の

□
の

左
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
に

は
、

「
１

」
を

入
力

す
る

。
表

下
欄

の
評

点
入

力
と

は
リ

ン
ク

し
な

い
。

点
数

は
表

下
欄

の
評

点
入

力
欄

に
直

接
入

力
の

こ
と

。

（
該

当
す

る
項

目
が

な
い

場
合

も
評

点
入

力
欄

に
「

０
」

を
入

力
の

こ
と

。
）

緑
色

：
入

力
箇

所
　

　
　

　
　

（
総

括
監

督
員

）

考
査

項
目

　
　

　
細

　
　

　
別

　
　

チ
ェ

ッ
ク

欄
評

点
４

．
工

事
特

性
Ⅰ

.
施

工
条

件
等

へ
の

対
応

未
入

力
（

評
価

項
目

）

【
共

通
】

Ⅰ
作

業
環

境
、

社
会

条
件

等
へ

の
対

応
□

１
.
周

辺
環

境
条

件
に

よ
り

、
工

程
等

に
大

き
な

影
響

を
受

け
た

工
事

。
例

え
ば

「
地

元
調

整
や

環
境

対
策

な
ど

予
測

が
難

し
い

制
限

を
受

け
た

工
事

。
」

 
 
な

ど
、

評
価

す
る

。
　

（
評

価
理

由
：

）
□

２
.
施

工
箇

所
が

広
範

囲
に

わ
た

る
工

事
。

例
え

ば
「

施
行

カ
所

が
散

在
す

る
農

地
復

旧
工

事
や

圃
場

整
備

工
事

の
付

帯
工

事
」

又
は

「
災

害
復

旧
工

事
等

が
複

数
箇

所
を

ま
と

め
て

発
注

さ
れ

た
工

事
」

な
ど

、
評

価
す

る
。

　
（

評
価

理
由

：
）

□
３

.
工

事
の

実
施

に
あ

た
り

各
種

の
制

約
が

あ
り

、
施

工
の

制
限

を
受

け
た

工
事

。
例

え
ば

「
外

来
者

の
多

い
施

設
で

、
作

業
範

囲
内

に
外

来
者

・
通

行
人

の
動

線
が

あ
る

工
事

や
関

係
機

関
と

の
　

協
議

に
よ

り
不

測
の

工
程

制
限

を
受

け
た

工
事

」
な

ど
、

評
価

す
る

。
　

（
評

価
理

由
：

）

□
４

.
地

盤
の

変
形

、
近

接
構

造
物

、
地

中
埋

設
物

へ
の

影
響

に
配

慮
す

る
工

事
。

例
え

ば
「

不
測

の
重

要
な

地
下

埋
設

物
の

出
現

に
よ

り
、

施
工

方
法

に
つ

い
て

 
変

更
提

案
し

施
工

し
た

工
事

。
」

 
 
な

ど
、

評
価

す
る

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
（

評
価

理
由

：
）

□
５

.
特

殊
な

地
盤

条
件

へ
の

対
応

が
必

要
な

工
事

 
。

例
え

ば
「

急
峻

な
地

形
の

た
め

、
作

業
構

台
や

作
業

床
の

設
置

が
制

限
さ

れ
る

工
事

。
も

し
く

は
、

命
綱

を
使

用
す

る
必

要
が

あ
っ

た
　

工
事

（
法

面
工

は
除

く
）

。
」

　
な

ど
、

評
価

す
る

。
　

　
（

評
価

理
由

：
）

□
６

.
動

植
物

等
の

自
然

環
境

の
保

全
に

特
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
工

事
。

例
え

ば
「

農
業

農
村

事
業

に
お

い
て

設
計

外
で

具
体

に
環

境
に

配
慮

し
た

取
り

組
み

を
実

施
し

た
工

事
」

又
は

 
「

河
川

工
事

等
に

お
い

て
重

要
種

等
の

動
植

物
の

保
全

及
び

河
川

環
境

の
保

全
に

配
慮

し
な

が
ら

施
工

し
た

工
事

」
な

ど
、

評
価

す
る

。
　

（
評

価
理

由
：

）

□
７

.
契

約
等

に
関

す
る

対
応

が
必

要
な

工
事

 
。

例
え

ば
「

施
行

者
の

責
に

よ
ら

な
い

契
約

変
更

が
複

数
回

に
及

ん
だ

工
事

」
な

ど
、

評
価

す
る

。
　

（
評

価
理

由
：

）
□

８
.
管

理
項

目
等

に
関

す
る

対
応

が
必

要
な

工
事

 
。

例
え

ば
「

主
要

工
種

（
７

０
％

を
占

め
る

工
種

）
の

内
訳

が
複

数
工

種
あ

る
工

事
」

な
ど

、
評

価
す

る
。

　
（

評
価

理
由

：
）

□
９

.
そ

の
他

（
評

価
項

目
）

　
（

評
価

理
由

：
）

評
点

入
力

　
→

点
・

加
点

は
＋

１
０

～
０

点
の

範
囲

と
す

る
。

・
内

容
を

勘
案

し
て

評
点

す
る

。
１

項
目

２
点

と
す

る
。

・
「

そ
の

他
」

は
細

別
の

項
目

に
類

似
し

な
い

場
合

に
記

載
す

る
。

複
数

項
目

も
可

。
・

評
価

項
目

　
Ⅲ

そ
の

他
　

８
．

に
お

け
る

主
要

工
種

の
内

訳
数

は
、

評
価

対
象

工
種

（
①

～
㉓

）
を

単
位

と
す

る
。

　

※
１

．
工

事
特

性
と

は
、

工
事

の
施

工
に

お
い

て
、

作
業

環
境

、
社

会
条

件
、

厳
し

い
自

然
・

地
盤

条
件

等
「

施
工

条
件

等
」

へ
の

対
応

に
つ

い
て

評
価

す
る

も
の

で
、

施
行

中
不

測
の

事
態

に
施

工
業

者
が

自
主

的
対

応
策

を

　
　

　
検

討
し

発
注

者
に

対
し

施
工

提
案

す
る

な
ど

の
配

慮
等

に
つ

い
て

、
加

点
評

価
す

る
。

※
２

．
総

合
評

価
落

札
方

式
（

高
度

型
及

び
標

準
型

）
に

係
る

工
事

の
価

格
以

外
の

評
価

項
目

に
つ

い
て

、
契

約
時

の
評

価
結

果
で

加
点

評
価

さ
れ

た
も

の
の

う
ち

、
評

価
す

る
項

目
に

該
当

す
る

場
合

に
項

目
（

１
～

９
）

ご
と

に
加

点
す

る
。

　
　

　
ま

た
、

技
術

提
案

を
求

め
な

い
場

合
で

、
受

注
者

が
自

主
的

に
採

用
し

た
該

当
項

目
が

あ
る

場
合

は
加

点
す

る
。

※
３

．
総

合
評

価
落

札
方

式
（

簡
易

型
）

に
係

る
工

事
及

び
従

来
の

入
札

方
式

に
よ

る
工

事
に

つ
い

て
、

受
注

者
が

自
主

的
に

採
用

し
た

該
当

項
目

が
あ

る
場

合
は

加
点

す
る

。

【
該

当
項

目
が

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

評
点

「
０

」
を

入
力

の
こ

と
】

Ⅱ
厳

し
い

自
然

・
地

盤
条

件
へ

の
対

応

Ⅲ
そ

の
他

別
紙
-
2
②
工
事
特
性

工
事
成
績
調
書
V
e
r
.
0
1
.
2
0
2
2
.
0
3
.
x
l
s
x
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別
紙
-
2
③
地
域
へ
の
貢
献

別
紙

－
２

③
工
事
成
績
調
書
の
考
査
項
目
別
採
点
運
用
表

　
　

[
 
記

入
方

法
]
　

 
該

当
す

る
項

目
の

□
の

左
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
に

は
、

「
１

」
を

入
力

す
る

。
表

下
欄

の
評

点
入

力
と

は
リ

ン
ク

し
な

い
。

点
数

は
表

下
欄

の
評

点
入

力
欄

に
直

接
入

力
の

こ
と

。

（
該

当
す

る
項

目
が

な
い

場
合

も
評

点
入

力
欄

に
「

０
」

を
入

力
の

こ
と

。
）

緑
色

：
入

力
箇

所
　

　
　

　
　

（
総

括
監

督
員

）

考
査

項
目

　
　

　
細

　
　

　
別

　
　

チ
ェ

ッ
ク

欄
評

点
６

．
社

会
性

等
Ⅰ

.
地

域
へ

の
貢

献
未

入
力

（
評

価
項

目
）

【
共

通
】

□
 
 
災

害
時

及
び

防
災

活
動

時
等

に
地

域
へ

の
援

助
・

救
援

活
動

に
積

極
的

に
協

力
し

た
。

【
災

害
復

旧
・

防
災

支
援

】
(

)
　

　
・

上
記

の
状

況
下

に
お

い
て

、
救

援
・

活
動

に
積

極
的

に
協

力
し

た
場

合
、

評
価

す
る

。
□

 
 
工

事
従

事
者

が
家

畜
の

感
染

症
等

の
防

疫
作

業
に

積
極

的
に

協
力

し
た

。
【

防
疫

活
動

】
(

)
 
 
 
 
・

公
的

機
関

か
ら

の
要

請
文

書
等

証
明

す
る

も
の

を
確

認
し

評
価

す
る

。
□

　
定

期
的

に
広

報
紙

や
現

場
見

学
会

等
を

実
施

し
て

、
積

極
的

に
地

域
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
図

っ
た

。
【

建
設

業
ふ

れ
あ

い
活

動
】

(
)

　
　

・
広

報
紙

及
び

現
場

見
学

会
を

複
数

回
開

催
し

、
積

極
的

に
地

元
と

接
触

し
て

い
る

こ
と

が
判

明
し

た
ら

評
価

す
る

。
　

　
・

活
動

内
容

が
把

握
で

き
る

資
料

を
確

認
し

評
価

す
る

。
□

 
 
地

域
生

活
に

密
着

し
た

ゴ
ミ

拾
い

、
道

路
清

掃
等

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
等

へ
積

極
的

に
参

加
し

、
地

域
に

貢
献

し
た

。
【

環
境

美
化

】
(

)
　

　
・

請
負

区
間

以
外

に
概

ね
０

．
５

～
１

ｋ
ｍ

程
度

を
更

に
活

動
し

て
い

れ
ば

評
価

す
る

。
　

　
　

 
 
 
 
・

地
区

の
組

織
に

参
画

し
、

定
期

的
に

実
施

し
て

い
る

場
合

は
評

価
す

る
。

□
 
 
国

立
公

園
や

県
立

公
園

等
及

び
周

辺
地

域
等

の
環

境
保

全
、

貴
重

種
等

の
動

・
植

物
へ

の
保

護
等

に
積

極
的

に
取

り
組

ん
だ

。
【

環
境

保
全

】
(

)
 
 
 
 
・

「
公

園
内

の
移

動
は

車
で

な
く

徒
歩

で
移

動
し

た
」

な
ど

、
評

価
す

る
。

□
　

通
学

路
の

確
保

（
除

雪
等

）
を

図
っ

た
。

【
安

全
確

保
】

(
)

(
)

□
 
 
そ

の
他

（
理

由
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

）
(

)

評
点

入
力

　
→

点
・

加
点

は
＋

１
０

～
０

点
の

範
囲

と
す

る
。

１
項

目
1
点

と
す

る
・

内
容

を
勘

案
し

て
評

点
す

る
。

　
　

（
「

そ
の

他
」

は
，

細
別

の
例

示
に

類
似

し
な

い
場

合
に

記
載

す
る

。
複

数
項

目
も

可
。

）

※
１

．
地

域
へ

の
貢

献
等

と
は

、
工

事
の

施
工

に
と

も
な

っ
て

、
受

注
者

が
自

主
的

に
実

施
し

た
地

域
社

会
や

住
民

に
対

す
る

配
慮

等
で

あ
り

，
資

料
等

に
基

づ
い

て
実

績
が

確
認

で
き

た
場

合
は

加
点

項
目

と
し

て
評

価
す

る
。

※
２

．
総

合
評

価
落

札
方

式
（

高
度

型
及

び
標

準
型

）
の

価
格

以
外

の
評

価
項

目
に

つ
い

て
、

契
約

時
の

評
価

結
果

で
加

点
評

価
さ

れ
た

も
の

の
う

ち
、

評
価

す
る

項
目

に
該

当
す

る
場

合
に

加
点

す
る

。

　
　

　
ま

た
、

技
術

提
案

を
求

め
な

い
場

合
で

、
受

注
者

が
自

主
的

に
採

用
し

た
該

当
項

目
が

あ
る

場
合

は
加

点
す

る
。

※
３

．
総

合
評

価
落

札
方

式
（

簡
易

型
）

に
係

る
工

事
及

び
従

来
の

入
札

方
式

に
よ

る
工

事
に

つ
い

て
、

受
注

者
が

自
主

的
に

採
用

し
た

該
当

項
目

が
あ

る
場

合
は

加
点

す
る

。

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

考

 
 
 
 
・

最
近

地
の

教
育

施
設

等
迄

の
通

学
路

等
に

お
い

て
、

請
負

区
間

以
外

に
１

ｋ
ｍ

程
度

除
雪

し
た

場
合

や
段

差
の

解
消

を
行

う
な

ど
　

　
　

歩
行

空
間

の
安

全
確

保
を

実
施

し
た

場
合

に
評

価
す

る
。

□
　

地
域

の
地

場
産

材
（

品
）

を
積

極
的

に
使

用
し

た
。

【
地

場
産

品
の

活
用

】

　
　

・
県

内
工

場
の

製
品

を
採

用
し

施
工

実
施

し
て

い
る

。
 
 
 
 
 
＊

「
県

内
工

場
の

製
品

を
採

用
し

施
工

実
施

し
て

い
る

評
価

は
、

以
下

の
製

品
を

2
品

以
上

使
用

し
た

場
合

と
す

る
。

」
 
 
 
 
 
 
・

”
２

品
以

上
”

と
は

「
①

宮
城

県
グ

リ
ー

ン
製

品
」

で
１

品
，

「
②

県
産

材
木

材
」

で
１

品
，

 
 
 
 
 
 
 
 
及

び
農

業
農

村
整

備
事

業
関

係
工

事
に

お
い

て
は

「
③

宮
城

県
産

再
生

粗
骨

材
を

2
0
～

3
0
％

使
用

し
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
品

」
 
 
 
 
 
 
 
 
で

１
品

と
カ

ウ
ン

ト
し

，
２

つ
以

上
。

 
 
 
 
　

・
上

記
①

～
③

の
各

製
品

毎
に

，
何

種
類

使
用

し
て

も
１

品
と

す
る

。
 
 
 
 
 
 
 
 
例

：
①

グ
リ

ー
ン

製
品

認
定

品
の

う
ち

３
種

類
の

製
品

を
使

用
し

た
→

１
品

 
 
 
 
 
 
・

グ
リ

ー
ン

製
品

認
定

品
の

中
で

「
生

活
用

品
」

と
「

家
具

」
は

除
く

。
 
 
 
 
 
 
 
（

た
だ

し
建

築
工

事
で

目
的

物
と

し
て

使
用

し
た

場
合

は
認

め
る

）
 
 
 
 
 
 
・

設
計

図
書

に
使

用
を

明
記

さ
れ

て
い

る
製

品
は

除
く

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た

だ
し

「
1
製

品
以

上
」

等
の

表
記

に
対

し
て

複
数

の
製

品
を

使
用

し
た

場
合

は
加

点
し

て
良

い
。

【
該

当
項

目
が

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

評
点

「
０

」
を

入
力

の
こ

と
】

別
紙
-
2
③
地
域
へ
の
貢
献

工
事
成
績
調
書
V
e
r
.
0
1
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2
0
2
2
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0
3
.
x
l
s
x
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別
紙
-
2
④
法
令
遵
守

別
紙

－
２

④
工

事
成

績
調

書
の

考
査

項
目

別
採

点
運

用
表

　
[
 
記

入
方

法
]
　

該
当

す
る

項
目

の
□

の
左

の
チ

ェ
ッ

ク
欄

の
い

ず
れ

か
に

「
１

」
を

入
力

す
る

。
（

措
置

内
容

に
該

当
し

な
く

と
も

表
の

１
８

．
に

「
１

」
の

入
力

要
）

緑
色

：
入

力
箇

所
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
（

総
括

監
督

員
）

チ
ェ

ッ
ク

欄
評

定
結

果

未
入

力

７
．

法
令

遵
守

等
【

共
通

】 　
表

－
１

点
　

　
　

　
　

数

□
 
 
１

．
指

名
停

止
９

か
月

以
上

　
－

２
０

　
点

□
 
 
２

．
指

名
停

止
６

か
月

以
上

９
か

月
未

満
　

－
１

５
　

点

□
 
 
３

．
指

名
停

止
３

か
月

以
上

６
か

月
未

満
　

－
１

３
　

点

□
 
 
４

．
指

名
停

止
３

か
月

未
満

　
－

１
０

　
点

□
 
 
５

．
文

書
警

告
　

－
　

８
　

点

□
 
 
６

．
文

書
注

意
・

事
故

の
場

合
は

、
事

故
報

告
書

を
提

出
し

た
事

案
で

、
発

注
者

か
ら

書
面

に
よ

り
注

意
し

た
も

の
に

つ
い

て
減

点
を

行
う

。
　

－
　

５
　

点

□
 
 
７

．
工

事
関

係
者

事
故

又
は

公
衆

災
害

が
発

生
し

た
が

、
ヒ

ュ
ー

マ
ン

エ
ラ

ー
等

軽
微

な
た

め
、

書
面

に
よ

り
注

意
が

な
か

っ
た

場
合

 
 
 
　

　
　

－
　

３
　

点

①
　

表
－

１
で

評
価

す
る

事
例

は
、

「
当

該
工

事
の

施
工

に
当

た
り

、
工

事
関

係
者

が
下

記
の

適
応

事
例

で
上

表
の

措
置

が
あ

っ
た

」
場

合
に

適
用

す
る

。
②

　
「

施
工

」
と

は
、

請
負

契
約

書
の

記
載

内
容

（
工

事
名

、
工

期
、

施
工

場
所

等
）

を
履

行
す

る
こ

と
に

限
定

す
る

。
③

　
「

工
事

関
係

者
」

と
は

、
②

を
履

行
す

る
工

事
現

場
に

従
事

す
る

現
場

代
理

人
、

監
理

技
術

者
、

主
任

技
術

者
、

品
質

証
明

員
、

請
負

会
社

の
現

場
従

事
職

員
及

び
当

該
工

事
に

あ
た

っ
て

下
請

契
約

し
、

　
　

そ
の

履
行

を
す

る
た

め
に

従
事

す
る

者
に

限
定

す
る

。
④

　
表

－
１

の
評

価
で

複
数

項
目

に
該

当
す

る
場

合
は

、
減

点
の

一
番

大
き

い
項

目
を

選
定

し
「

１
」

を
入

力
の

こ
と

。
（

｢
1
｣
の

入
力

は
一

箇
所

の
み

と
す

る
。

）

【
総

合
評

価
落

札
方

式
に

よ
る

工
事

】

　
表

－
２

点
　

　
　

　
　

数

□
 
 
８

．
履

行
率

が
６

０
％

未
満

　
－

１
０

　
点

□
　

９
．

履
行

率
が

６
０

％
以

上
　

８
０

％
未

満
　

－
　

８
　

点

□
１

０
．

履
行

率
が

８
０

％
以

上
　

９
０

％
未

満
　

－
　

５
　

点

□
１

１
．

履
行

率
が

９
０

％
以

上
１

０
０

％
未

満
　

－
　

３
　

点

〔
簡

易
型

〕

□
１

２
．

履
行

率
が

５
０

％
未

満
　

－
１

０
　

点

□
１

３
．

履
行

率
が

５
０

％
以

上
　

７
０

％
未

満
　

－
　

８
　

点

□
１

４
．

履
行

率
が

７
０

％
以

上
　

８
０

％
未

満
　

－
　

５
　

点

□
１

５
．

履
行

率
が

８
０

％
以

上
１

０
０

％
未

満
　

－
　

３
　

点
①

総
合

評
価

落
札

方
式

(
高

度
、

標
準

、
簡

易
型

)
に

よ
り

契
約

し
た

工
事

に
適

用
す

る
。

②
履

行
率

は
、

総
合

評
価

落
札

方
式

の
価

格
以

外
の

評
価

項
目

に
つ

い
て

、
工

事
完

成
時

の
履

行
結

果
に

基
づ

き
再

計
算

し
た

評
点

と
当

初
契

約
時

の
評

点
の

割
合

と
す

る
。

③
知

事
又

は
発

注
者

の
措

置
が

あ
っ

た
場

合
は

「
表

－
１

 
知

事
又

は
発

注
者

の
措

置
内

容
」

に
基

づ
く

減
点

も
合

わ
せ

て
行

う
も

の
と

す
る

。

【
そ

の
他

】
　

表
－

３
点

　
　

　
　

　
数

□
１

６
．

そ
の

他
１

（
理

由
：

）
　

－
　

２
　

点
□

１
７

．
そ

の
他

２
（

理
由

：
）

　
－

　
１

　
点

７
．

法
令

遵
守

等
【

共
通

】 □
１

８
.
上

表
１

～
７

ま
で

の
知

事
又

は
発

注
者

の
措

置
は

な
か

っ
た

。
ま

た
、

８
～

１
５

の
総

合
評

価
に

係
る

評
価

項
目

の
履

行
結

果
に

基
づ

く
減

点
、

１
６

，
１

７
の

そ
の

他
減

点
は

な
か

っ
た

。

【
知

事
又

は
発

注
者

が
表

－
１

の
１

～
７

の
い

ず
れ

か
を

措
置

し
た

場
合

の
適

応
事

例
】

（
該

当
す

る
事

例
の

左
の

入
力

欄
に

「
１

」
を

入
力

す
る

）
入

力
欄

　
１

．
入

札
前

に
提

出
し

た
調

査
資

料
等

が
虚

偽
で

あ
っ

た
事

実
が

判
明

し
た

。
　

２
．

承
諾

な
し

に
権

利
義

務
等

第
三

者
譲

渡
又

は
承

継
を

行
っ

た
。

　
３

．
使

用
人

に
関

す
る

労
働

条
件

に
問

題
が

あ
り

送
検

さ
れ

た
。

　
４

．
産

業
廃

棄
物

処
理

法
に

違
反

す
る

不
法

投
棄

、
砂

利
採

取
法

に
違

反
す

る
無

許
可

採
取

等
の

関
係

法
令

に
違

反
す

る
事

実
が

判
明

し
た

。
　

５
．

当
該

工
事

関
係

者
が

贈
収

賄
等

に
よ

り
逮

捕
又

は
公

訴
さ

れ
た

。
　

６
．

一
括

下
請

や
技

術
者

の
専

任
違

反
等

の
建

設
業

法
に

違
反

す
る

事
実

が
判

明
し

た
。

　
７

．
入

国
管

理
法

に
違

反
す

る
外

国
人

の
不

法
就

労
者

が
判

明
し

、
送

検
等

さ
れ

た
。

　
８

．
労

働
基

準
法

に
違

反
す

る
事

実
が

判
明

し
、

送
検

等
さ

れ
た

。
　

９
．

監
督

又
は

検
査

の
実

施
を

、
不

当
な

圧
力

を
か

け
る

な
ど

に
よ

り
妨

げ
た

。
１

０
．

下
請

代
金

を
期

日
以

内
に

支
払

っ
て

い
な

い
、

不
当

に
下

請
代

金
の

額
を

減
じ

て
い

る
な

ど
下

請
代

金
支

払
遅

延
等

防
止

法
第

４
条

に
規

定
す

る
親

事
業

者
の

遵
守

事
項

に
違

反
す

る
行

為
が

あ
る

。
１

１
．

過
積

載
等

の
道

路
交

通
法

違
反

に
よ

り
、

逮
捕

又
は

送
検

さ
れ

た
。

１
２

．
受

注
企

業
の

社
員

に
「

指
定

暴
力

団
」

あ
る

い
は

「
指

定
暴

力
団

の
傘

下
組

織
（

団
体

）
」

に
所

属
す

る
構

成
員

、
準

構
成

員
、

企
業

舎
弟

等
、

暴
力

団
関

係
者

が
い

る
こ

と
が

判
明

し
た

。
１

３
．

下
請

け
に

暴
力

団
関

係
企

業
が

入
っ

て
い

る
こ

と
が

判
明

し
た

。
あ

る
い

は
暴

力
団

対
策

法
第

９
条

に
記

さ
れ

て
い

る
、

砂
利

、
砂

、
防

音
シ

ー
ト

、
軍

手
等

の
物

品
の

納
入

、
土

木
作

業
員

　
　

や
ガ

ー
ド

マ
ン

の
受

入
れ

、
作

業
員

用
の

自
動

販
売

機
の

設
置

等
を

行
っ

て
い

る
事

実
が

判
明

し
た

。
１

４
．

安
全

管
理

が
不

適
切

で
あ

っ
た

こ
と

か
ら

死
傷

者
を

生
じ

さ
せ

た
工

事
関

係
者

事
故

又
は

重
大

な
損

害
を

与
え

た
公

衆
損

害
事

故
を

起
こ

し
た

。
１

５
．

検
査

規
定

第
1
3
条

に
よ

り
粗

雑
工

事
を

手
直

し
し

た
場

合
１

６
　

約
款

第
4
1
条

に
よ

る
瑕

疵
の

修
補

又
は

損
害

賠
償

の
請

求
が

行
わ

れ
た

場
合

【
総

合
評

価
に

係
る

履
行

結
果

が
表

－
２

の
い

ず
れ

か
に

該
当

し
た

場
合

の
適

応
事

例
】

（
１

７
．

の
左

の
入

力
欄

に
「

１
」

を
入

力
す

る
）

１
７

．
総

合
評

価
落

札
方

式
に

お
け

る
価

格
以

外
の

評
価

項
目

に
つ

い
て

受
注

者
の

責
に

よ
る

不
履

行
が

あ
っ

た
。

【
考

査
結

果
の

修
正

に
係

る
適

応
事

例
】

１
８

．
上

記
１

～
１

６
の

適
応

事
例

に
該

当
す

る
事

実
が

確
認

さ
れ

た
が

、
完

成
検

査
成

績
調

書
作

成
時

に
知

事
又

は
発

注
者

の
処

分
が

決
定

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

場
合

。
　

Ａ
．

上
記

１
～

１
６

の
適

応
事

例
に

該
当

す
る

事
実

が
工

事
目

的
物

引
き

渡
し

を
受

け
た

後
に

判
明

し
、

受
注

者
が

表
－

１
の

知
事

又
は

発
注

者
の

措
置

内
容

の
処

分
を

受
け

た
場

合
。

　
Ｂ

．
表

－
１

の
知

事
又

は
発

注
者

の
措

置
内

容
に

よ
り

完
成

検
査

成
績

調
書

作
成

時
に

減
点

し
た

後
に

、
前

項
Ａ

に
該

当
し

知
事

又
は

発
注

者
の

措
置

内
容

の
処

分
が

重
く

な
っ

た
（

減
点

が
大

き
　

　
く

）
な

っ
た

場
合

。
　

Ｃ
．

工
事

目
的

物
の

引
き

渡
し

を
受

け
た

後
、

発
注

者
が

工
事

請
負

契
約

書
に

規
定

す
る

瑕
疵

の
修

補
を

請
求

し
、

又
は

修
補

に
代

え
若

し
く

は
修

補
と

と
も

に
損

害
の

賠
償

を
請

求
し

、
そ

の
結

　
　

果
受

注
者

が
表

－
１

の
知

事
又

は
発

注
者

の
措

置
内

容
の

処
分

を
受

け
た

場
合

。

そ
の

他

考
　

査
　

項
　

目

知
事

又
は

発
注

者
の

措
置

内
容

・
宮

城
県

建
設

工
事

入
札

参
加

登
録

業
者

等
指

名
停

止
要

領
第

１
１

条
に

よ
り

、
書

面
に

よ
り

警
告

に
な

っ
た

場
合

。
・

発
注

者
か

ら
書

面
に

よ
り

警
告

に
な

っ
た

場
合

。
*
発

注
者

：
知

事
、

公
所

長

総
合

評
価

に
係

る
評

価
項

目
の

履
行

結
果

〔
高

度
型

〕
〔

標
準

型
〕

・
適

用
は

、
事

故
報

告
書

を
提

出
す

る
こ

と
と

な
っ

た
場

合
と

す
る

。
（

も
ら

い
事

故
や

交
通

事
故

は
含

ま
な

い
。

ま
た

、
作

業
員

個
人

の
責

め
に

帰
す

も
の

は
含

ま
な

い
。

例
え

ば
、

現
場

事
務

所
へ

入
ろ

う
と

し
た

際
、

ド
ア

に
手

の
指

を
挟

み
骨

折
し

た
場

合
な

ど
。

）

別
紙
-
2
④
法
令
遵

守
工
事
成
績
調
書
V
e
r
.
0
1
.
2
0
2
2
.
0
3
.
x
l
s
x
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総
合

評
価

落
札

方
式
の

価
格

以
外

の
評

価
項

目
が

受
注

者
の

責
に

よ
り

実
施

さ
れ

な
か

っ
た

場
合
，

”
１

”
を

入
力

総
合

評
価

落
札

方
式
の

価
格

以
外

の
評

価
項

目
が

受
注

者
の

責
に

よ
り

実
施

さ
れ

な
か

っ
た

場
合
，

”
１

”
を

入
力

総
合

評
価

落
札

方
式
の

価
格

以
外

の
評

価
項

目
が

受
注

者
の

責
に

よ
り

実
施

さ
れ

な
か

っ
た

場
合
，

そ
の

履
行

率
に

基
づ

き
減

点
す

る
。

工事成績調書の考査項目別採点運用表　別紙－２④法令順守



  

９ 技術提案の作成費用 
（１）技術提案の作成費用 

総合評価方式等において競争参加者が技術提案を行う際に必要となる費用について

は、企業の運営経費（従業員給料手当、通信交通費、調査研究費等）として積算におけ

る「一般管理費等」に含まれているため、別途支払わないものとする。 
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参考：関係法令等 
【公共工事の品質確保の促進に関する法律】 

（令和元年６月１４日 法律第３５号改正） 
（技術提案の改善） 
第１７条 発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案

についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場

合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表し

なければならない。 
 
（高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格） 
第１９条 発注者は、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、

当該技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができる。この場

合において、発注者は、当該技術提案の審査に当たり、中立の立場で公正な判断

をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。 
【公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針の

一部変更について】 
（令和元年１０月１８日 閣議決定） 

第２ 公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針 
４ 多様な入札及び契約の方法 
（３）技術提案の改善 
 発注者は、技術提案の内容の一部を改善することで、より優れた技術提案となる

場合や一部の不備を解決できる場合には、技術提案の審査において、提案者に当該

技術提案の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場

合、発注者は、透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程について、その概

要を速やかに公表するものとする。 
 なお、技術提案の改善を求める場合には、同様の技術提案をした者が複数あるに

もかかわらず、特定の者だけに改善を求めるなど特定の者のみが有利となること

のないようにすることが必要である。 
 
（５）高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格 
 競争参加者からの積極的な技術提案を引き出すため、新技術及び特殊な施工方

法等の高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めた場合には、経済性に配

慮しつつ、各々の提案とそれに要する費用が適切であるかを審査し、最も優れた提

案を採用できるよう予定価格を作成することができる。この場合、当該技術提案の

審査に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学識経験者の意見を聴取する

ものとする。 
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入札公告中の工事（設計図書等）に対する質問について

設計図書等に対する質問は,入札公告に記載の質問受付期間内に
電子入札システムにより提出願います。

総合評価支援システムに関するお問合せ先

宮城県建設工事等総合評価支援システム（操作方法等）
ヘルプデスクセンター
電話　050-3820-9928
受付時間　平日9時～17時30分（12時～13時を除く）
FAX　022-295-5005
E-mail：miyagihelp@efftis.jp

宮城県総合評価落札方式の手引きに関するお問合せ先

宮城県　出納局　契約課　工事契約班
電話番号　０２２－２１１－３３３６

宮城県　土木部　事業管理課　技術企画班
電話番号　０２２－２１１－３１８７

mailto:miyagihelp@efftis.jp

